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一
、
底
本
に
は
、
便
宜
を
第
一
に
考
え
て
、
嘉
慶
二
十
年
江
西
南
昌
府
學
開
離
の
院
刻
十
三
経
注
疏
本
〔
豪
潤
藝
文
印
書

館
影
印
〕
を
用
い
た
。

一
、
本
稿
の
櫃
裁
は
、
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

囲

原

文

圏

原

文

R
『
集
解
』
の
繹
文
〔
紙
面
の
都
合
で
、
原
文
は
省
い
た
。
〕

問
所
謂
繹
注
〔
校
勘
、
訓
詰
名
物
、
出
典
等
〕
を
含
め
た
、
繹
者
の
解
説
部
分
〔
た
だ
し
、

に
筋
を
通
す
こ
と
を
第
一
目
的
と
す
る
た
め
、
所
謂
繹
注
は
必
要
最
小
限
に
止
め
た
。
〕

一
、
各
種
記
琥
は
、
常
識
的
に
用
い
た
。
た
だ
し
、
次
の
二
つ
は
、
説
明
を
要
す
る
。

(
）
…
…
繹
者
の
補
足
で
あ
っ
て
、
こ
の
部
分
を
と
ば
し
て
讀
ん
で
も
、
意
味
は
通
じ
る
。

〔
〕
…
…
言
い
か
え
、
解
説
等
で
あ
る
。

凡
例

春
秋
経
偲
集
解
繹
稿
（
一
）

I

隠

公

元

年

S
五

年

『
集
解
』
の
論
理

岩

本

憲

司

（
跡
見
学
園
女
子
大
学
）

(82) 
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圏
悪
公
元
妃
孟
子

R
「
元
妃
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
最
初
の
嫡
夫
人
で
あ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
「
子
」
は
、
宋
の
姓
で
あ

る。

圏
孟
子
卒

＠
「
斃
」
と
稲
し
て
い
な
い
〔
「
卒
」
と
言
っ
て
い
る
〕
の
は
、

喪
證
が
正
式
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
諮
〔
お
く

り
な
〕
が
な
い
の
は
、
夫
よ
り
先
に
死
ん
だ
た
め
、
夫
の
諮

に
従
う
わ
け
に
ゆ
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

闘
疏
に
引
く
『
繹
例
』
に
「
婦
人
無
外
行
於
薦
嘗
繋
夫
之
論

以
明
所
厩
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

な
お
、
疏
に
「
服
虔
云
嫌
典
恵
公
倶
卒
故
重
言
之
」
と

あ
る
。

圏
織
室
以
贅
子
生
隠
公

＠
「
贅
」
は
、
諮
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
孟
子
の
姪
娩
で
あ
ろ

う
。
諸
侯
が
最
初
に
（
夫
人
を
）
要
る
と
き
、
（
そ
の
夫
人

と
）
同
姓
の
國
（
の
女
）
が
、
姪
姉
を
つ
れ
て
、
勝
と
な
る
。

元
妃
が
死
ん
だ
場
合
は
、
次
妃
が
内
む
き
の
事
を
代
わ
り
に

治
め
る
が
、
「
夫
人
」
と
稲
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
、

「
継
室
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

闘
成
公
八
年
の
停
文
に
「
凡
諸
侯
嫁
女
同
姓
勝
之
異
姓
則

否
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
疏
に
引
く
『
繹
例
』
に
「
古

者
諸
侯
之
要
適
夫
人
及
左
右
勝
各
有
姪
姉
皆
同
姓
之
國

國
三
人
凡
九
女
参
骨
肉
至
親
所
以
息
陰
訟
陰
訟

息
所
以
廣
継
嗣
」
と
あ
り
、
「
夫
人
斃
不
更
聘
必
以

姪
姉
勝
継
室
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

な
お
、
『
通
典
』
巻
第
一
百
四
に
「
服
虔
注
聟
子
之
諮
非
證

也
」
と
あ
り
、
ま
た
、
『
晉
書
』
祠
志
中
に
「
聟
子
為
論

服
虔
諸
儒
以
為
非
」
と
あ
る
。

圏
宋
武
公
生
仲
子
仲
子
生
而
有
文
在
其
手
日
為
魯
夫
人

故
仲
子
蹄
子
我

R
婦
人
が
嫁
ぐ
こ
と
を
「
蹄
」
と
い
う
〔
隠
公
二
年
公
羊
偲
文
〕
。

掌
の
紋
様
が
そ
の
ま
ま
字
形
を
成
し
て
い
て
、
天
命
の
よ
う

で
あ
っ
た
か
ら
、
魯
に
嫁
が
せ
た
の
で
あ
る
。

圏
生
桓
公
而
悪
公
斃

＠
（
阜
に
）
魯
に
嫁
い
で
男
子
を
生
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

て
、
恵
公
は
桓
公
が
生
ま
れ
た
年
に
斃
じ
た
わ
け
で
は
な
い
。

闘
疏
に
引
く
『
繹
例
』
に
「
今
推
案
偲
之
上
下
羽
父
之
拭
隠

公
皆
諮
謀
於
桓
然
則
桓
公
已
成
人
也
偲
云
生
桓
公
而

恵
公
斃
指
明
仲
子
唯
有
此
男
非
謂
生
在
斃
年
也
桓
已

(83) 
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自
應
有
長
庶

成
人
而
試
隠
即
位
乃
要
於
齊

氏
日
孟
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圏
是
以
隠
公
立
而
奉
之

＠
隠
公
は
継
室
の
子
で
あ
る
か
ら
、
後
を
嗣
ぐ
資
格
が
あ
っ
た

が
、
（
仲
子
に
）
禎
詳
〔
め
で
た
い
し
る
し
〕
が
あ
っ
た
た

め
、
亡
き
父
の
志
を
と
げ
よ
う
と
し
た
。
（
た
だ
し
）
桓
公

が
ま
だ
年
少
だ
っ
た
の
で
、
太
子
と
し
て
立
て
、
國
人
を
ひ

き
い
て
奉
戴
し
た
の
で
あ
る
。
（
こ
こ
は
）
経
の
「
元
年
春
」

に
「
即
位
」
が
書
か
れ
て
い
な
い
た
め
に
偲
し
た
の
で
あ
る
。

闘
疏
に
「
買
逹
以
為
隠
立
桓
為
大
子
奉
以
為
君
」
と
あ
る
の

を
参
照
。

な
お
、
異
説
と
し
て
、
疏
に
「
鄭
衆
以
為
隠
公
振
立
為
君

奉
桓
為
大
子
」
と
あ
る
。

〔
離
公
元
年
〕

圏
元
年
春
王
正
月

R
隠
公
の
始
め
の
年
で
あ
り
、
周
王
の
正
月
で
あ
る
。
一
般
に
、

人
君
が
即
位
す
る
と
、
元
を
櫃
し
て
正
に
居
ろ
う
と
す
る
か

ら
、
「
一
年
」
「
一
月
」
と
は
言
わ
な
い
の
で
あ
る
。
隠
公

は
即
位
は
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
か
り
に
君
事
を
代
行
し

長
庶

故

於
春
毎
月
書
王

た
か
ら
、
普
通
の
君
と
同
じ
よ
う
に
、
廟
に
朝
し
朔
を
告
げ

た
の
で
あ
る
。
朔
を
告
げ
朝
正
す
る
〔
廟
に
朝
す
る
〕
例
は
、

襄
公
二
十
九
年
に
あ
る
。
即
位
の
例
は
、
隠
公
元
年
・
荘
公

元
年
•
閲
公
元
年
・
儘
公
元
年
に
あ
る
。

闘
注
の
「
告
朔
朝
正
例
」
に
つ
い
て
は
、
襄
公
二
十
九
年
の
停

文
に
「
二
十
九
年
春
王
正
月
公
在
楚
繹
不
朝
正
子
廟
也
」

と
あ
る
。
ま
た
、
注
の
「
即
位
例
」
に
つ
い
て
は
、
隠
公
元

年
の
偲
文
に
「
元
年
春
王
周
正
月
不
書
即
位
振
也
」
と

あ
り
、
荘
公
元
年
の
偲
文
に
「
元
年
春
不
稲
即
位
文
姜

出
故
也
」
と
あ
り
、
閲
公
元
年
の
偲
文
に
「
元
年
春
不
書

即
位
胤
故
也
」
と
あ
り
、
儘
公
元
年
の
偲
文
に
「
元
年
春

不
稲
即
位
公
出
故
也
」
と
あ
る
。

な
お
、
疏
に
「
服
虔
亦
云
孔
子
作
春
秋

以
統
三
王
之
正
」
と
あ
る
。

醤
三
月
公
及
郷
儀
父
盟
子
蔑

R
附
庸
の
君
は
、
王
の
命
を
受
け
て
い
な
い
か
ら
、
例
と
し
て

名
を
稲
す
。
（
こ
こ
は
）
よ
く
自
力
で
大
國
と
通
交
し
、
よ

し
み
を
つ
な
ぎ
民
を
安
ん
ず
る
〔
隠
公
七
年
偲
文
〕
こ
と
が

出
来
た
か
ら
、
字
〔
あ
ざ
な
〕
を
書
い
て
貴
ん
だ
の
で
あ
る
。

(84) 
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名
を
い
う
例
は
、
荘
公
五
年
に
あ
る
。
郷
は
、
今
の
魯
國
の

都
縣
で
あ
る
。
「
蔑
」
は
、
姑
蔑
で
、
魯
地
で
あ
る
。
魯
國

の
下
縣
の
南
部
に
、
姑
城
が
あ
る
。

闘
注
の
「
名
例
」
に
つ
い
て
は
、
荘
公
五
年
の
偲
文
に
「
五
年

秋
郷
黎
来
来
朝
名
未
王
命
也
」
と
あ
る
。

な
お
、
疏
に
「
買
服
以
為
儀
父
嘉
隠
公
有
至
孝
謙
議
之
義

而
典
結
好
故
貴
而
字
之
善
其
慕
賢
説
譲
」
と
あ
る
。

醤
夏
五
月
鄭
伯
克
段
子
邸

R
國
を
稲
し
て
討
た
ず
に
、
「
鄭
伯
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、

教
誨
を
怠
っ
た
こ
と
を
磯
っ
て
で
あ
る
。
段
は
、
弟
と
し
て

の
道
に
そ
む
い
た
か
ら
、
「
弟
」
と
言
わ
ず
〔
偲
文
〕
、
鄭

伯
は
教
誨
を
怠
っ
た
け
れ
ど
も
、
段
も
ま
た
悪
逆
で
あ
っ
た
、

と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
君
が
臣
を
討
っ

た
の
に
、
君
ど
う
し
の
例
を
用
い
て
い
る
〔
「
克
」
と
言
っ

て
い
る
〕
の
は
、
段
は
強
大
な
賓
力
者
で
あ
っ
て
、
大
邑
に

腺
っ
て
國
都
と
匹
敵
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
言
わ
ん
と
し
て

で
あ
り
、
所
謂
「
賓
力
者
を
倒
し
た
場
合
に
は
『
克
』
と
い

う
」
〔
荘
公
十
一
年
偲
文
〕
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
國
を
稲

し
て
討
つ
例
は
、
荘
公
二
十
二
年
に
あ
り
、
賓
力
者
を
倒
す

闘
秋
七
月
天
王
使
宰
咀
来
蹄
恵
公
仲
子
之
贈

例
は
、
荘
公
十
一
年
に
あ
り
、
（
同
）
母
弟
の
例
は
、
宣
公

十
七
年
に
あ
る
。
鄭
は
、
焚
陽
の
宛
陵
縣
の
西
南
部
に
あ
っ

た
。
「
郡
」
は
、
今
の
穎
川
の
郷
陵
縣
で
あ
る
。

闘
注
の
前
半
に
つ
い
て
は
、
疏
に
引
く
『
繹
例
』
に
「
兄
而
害

弟
者
稲
弟
以
章
兄
罪
弟
又
害
兄
則
去
弟
以
罪
弟
身

統
論
其
義
兄
弟
二
人
交
相
殺
害
各
有
曲
直
存
弟
則
示

兄
曲
也
鄭
伯
既
失
教
若
依
例
存
弟
則
嫌
善
段
故
特

去
弟
雨
見
其
義
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
「
腺
大
都
以
椙
國
」
に
つ
い
て
は
、
閲
公
二
年
の
偲
文

に
「
内
寵
並
后
外
寵
二
政
嬰
子
配
適
大
都
椙
國
風

之
本
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
「
國
討
例
」
に
つ
い
て
は
、
荘
公
二
十
二
年
に
「
陳
人

殺
其
公
子
御
寇
」
と
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
偲
文
に
特
に
解

説
は
な
い
。
な
お
、
疏
に
「
諸
注
言
例
在
者
未
必
皆
有
凡

例
也
」
と
あ
る
。

注
の
「
母
弟
例
」
に
つ
い
て
は
、
宣
公
十
七
年
の
偲
文
に
「
凡

大
子
之
母
弟
公
在
日
公
子
不
在
日
弟
凡
稲
弟
皆
母

弟
也
」
と
あ
る
。

(85) 
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⑮
「
宰
」
は
官
で
あ
り
、
「
咀
」
は
名
で
あ
る
。
咀
は
、
死
者

に
贈
り
も
の
を
す
る
の
に
、
戸
の
期
間
〔
葬
ま
で
〕
に
間
に

合
わ
ず
、
遺
族
を
弔
問
す
る
の
に
、
哀
哭
の
期
間
に
間
に
合

わ
ず
、
（
ま
た
）
前
も
っ
て
凶
事
の
贈
り
も
の
を
し
た
〔
以

上
、
停
文
〕
か
ら
、
貶
し
て
名
を
い
っ
た
の
で
あ
る
。
（
つ

ま
り
）
こ
れ
は
、
天
子
の
大
夫
は
（
本
来
）
字
を
稲
す
る
と

い
う
例
で
あ
る
。
「
仲
子
」
は
、
桓
公
の
母
で
あ
る
。
婦
人

に
は
諮
が
な
い
か
ら
、
字
〔
「
仲
」
〕
を
姓
〔
「
子
」
〕
に

配
し
た
の
で
あ
る
。
「
来
」
は
、
外
か
ら
と
い
う
表
現
で
あ

り
、
「
蹄
」
は
、
か
え
ら
な
い
と
い
う
表
現
で
あ
る
。

闘
注
の
前
半
に
つ
い
て
は
、
公
羊
偲
文
に
「
宰
者
何
官
也

咀
者
何
名
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
下
の
「
冬
十

有
二
月
祭
伯
来
」
の
疏
に
引
く
『
繹
例
』
に
「
（
王
之
）
大

夫
稲
字
南
季
榮
叔
是
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
後
半
に
つ
い
て
は
、
公
羊
偲
文
に
「
仲
子
者
何
桓
之

母
也
」
と
あ
り
、
何
注
に
「
以
無
諮
也
仲
字
子
姓
婦

人
以
姓
配
字
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

な
お
、
疏
に
「
服
虔
云
贈
覆
也
天
王
所
以
覆
被
臣
子
」

と
あ
る
。
ま
た
、
穀
梁
成
公
八
年
の
疏
に
「
買
遣
云
畿
内

稲
王
諸
夏
稲
天
王
夷
秋
稲
天
子
」
と
あ
り
、
『
周
藉
』

天
子
宰
夫
」
と
あ
る
。

國
九
月
及
宋
人
盟
子
宿

R
客
〔
宋
〕
に
も
主
〔
魯
〕
に
も
名
が
な
い
の
は
、
い
づ
れ
も

み
な
微
者
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
宿
」
は
、
小
國
で
、
東

平
の
無
聾
縣
で
あ
る
。
一
般
に
、
盟
に
つ
い
て
、
國
（
名
）

で
地
を
い
う
の
は
、
そ
の
國
の
君
も
盟
に
参
加
し
た
場
合
で

あ
る
。
例
は
、
億
公
十
九
年
に
あ
る
。
宋
は
、
今
の
梁
國
の

唯
陽
縣
で
あ
る
。

闘
注
の
「
皆
微
者
也
」
に
つ
い
て
は
、
公
羊
偲
文
に
「
執
及
之

内
之
微
者
也
」
と
あ
り
、
何
注
に
「
宋
稲
人
者
亦
微
者

也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
穀
梁
偲
文
に
「
及
者
何

内
卑
者
也
宋
人
外
卑
者
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
「
例
在
偲
十
九
年
」
に
つ
い
て
は
、
儘
公
十
九
年
に
、

「
冬
會
陳
人
禁
人
楚
人
鄭
人
盟
子
齊
」
と
あ
り
、
偲
文
に
「
陳

穆
公
請
脩
好
於
諸
侯
以
無
忘
齊
桓
之
徳
冬
盟
子
齊
脩
桓

公
之
好
也
」
と
あ
る
。

闘
冬
十
有
二
月
祭
伯
来

＠
「
祭
伯
」
は
、
諸
侯
で
王
の
卿
士
と
な
っ
た
者
で
あ
る
。
「
祭
」

大
行
人
の
疏
に
「
服
氏
云
咀

(86) 
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は
國
で
、
「
伯
」
は
爵
で
あ
る
。
博
が
「
王
命
で
は
な
か
っ

た
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
「
使
」
を
稲
し
て
い
な
い
こ
と

を
解
繹
し
た
の
で
あ
る
。

詞
注
の
前
半
に
つ
い
て
は
、
疏
に
引
く
『
繹
例
』
に
「
王
之
公

卿
皆
書
爵
祭
伯
凡
伯
是
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
後
半
に
つ
い
て
は
、
公
羊
偲
文
に
「
何
以
不
稲
使
」
と

あ
り
、
何
注
に
「
据
凡
伯
稲
使
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

醤
公
子
盆
師
卒

⑮
偲
例
に
「
公
が
小
飲
に
臨
席
し
な
か
っ
た
か
ら
、
日
を
書
か

な
い
」
と
あ
る
の
は
、
（
恩
の
）
厚
薄
を
示
す
た
め
（
の
手

立
て
）
で
あ
る
。
《
春
秋
》
は
、
（
普
通
）
日
・
月
を
義
例

と
は
し
な
い
。
剣
佐
の
喪
に
限
り
、
日
（
の
有
無
）
に
託
し

て
義
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
は
、
事
の
得
失
が
（
そ
の
性
格

上
）
人
君
を
褒
貶
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
く
、
か
と
い
っ

て
、
死
者
の
罪
で
も
な
い
た
め
、
表
現
し
よ
う
が
な
く
、
た

だ
、
人
臣
は
軽
賤
で
あ
る
た
め
、
死
日
は
省
略
可
能
で
あ
る

か
ら
、
特
別
に
、
日
に
偲
り
て
義
を
あ
ら
わ
し
た
の
で
あ
る
。

闘
注
の
「
偲
例
」
に
つ
い
て
は
、
疏
に
「
偲
文
典
上
下
作
例
者

注
皆
謂
之
偲
例
」
と
あ
る
。

注
の
「
示
厚
薄
」
に
つ
い
て
は
、
疏
に
引
く
『
繹
例
』
に
「
君

之
卿
佐
是
謂
股
肱
股
肱
或
栃
何
痛
如
之
疾
則
親
問

焉
喪
則
親
典
小
飲
大
飲
恨
終
蹄
厚
之
義
也
故
仲
尼
脩

春
秋
卿
佐
之
喪
公
不
典
小
飲
則
不
書
日
示
厚
薄

戒
将
来
也
即
以
新
死
小
飲
為
文
則
但
臨
大
飲
及
不
臨
其

喪
亦
同
不
書
日
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

な
お
、
注
の
「
獨
記
日
以
見
義
者
」
の
「
記
」
は
、
諸
本
に

従
っ
て
、
「
託
」
に
改
め
る
。

囮
元
年
春
王
周
正
月

＠
「
周
」
と
言
っ
こ
と
に
よ
っ
て
、
夏
・
殷
と
園
別
し
た
の
で

あ
る
。

圏
不
書
即
位
振
也

R
か
り
に
君
の
政
を
代
行
し
た
だ
け
で
、
即
位
の
祠
は
脩
め
な

か
っ
た
か
ら
、
史
官
が
典
策
に
書
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
偲
は
、
普
通
と
は
違
う
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
の

で
あ
る
。

闘
疏
に
引
く
『
繹
例
』
に
「
遭
喪
織
位
者
毎
新
年
正
月
必

改
元
正
位
百
官
以
序
故
國
史
皆
書
即
位
於
策
以
表
之

隠
既
織
室
之
子
於
第
應
立
而
尋
父
要
仲
子
之
意
委
位

(87) 
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以
譲
桓
天
子
既
已
定
之
諸
侯
既
已
正
之
國
人
既
已
君

之
而
隠
終
有
推
國
授
桓
之
心
所
以
不
行
即
位
之
蓋
也

隠
荘
閲
儘
雖
居
君
位
皆
有
故
而
不
脩
即
位
之
證
或
譲

而
不
為
或
痛
而
不
忍
或
風
而
不
得
祠
廠
事
異
國
史

固
無
所
書
非
行
其
薦
而
不
書
於
文
也
穎
氏
説
以
為
魯
十

二
公
國
史
盛
書
即
位
仲
尼
脩
之
乃
有
所
不
書
若
賓

即
位
則
為
隠
公
無
譲
若
賓
有
譲
則
史
無
縁
虚
書
」
と

あ
る
の
を
参
照
。

な
お
、
疏
に
「
買
服
之
徒
以
為
四
公
皆
寅
即
位

乃
有
不
書
」
と
あ
る
。

圏
三
月
公
及
郷
儀
父
盟
子
蔑
郷
子
克
也

R
「
克
」
は
、
儀
父
の
名
で
あ
る
。

圏
未
王
命
故
不
書
爵
日
儀
父
貴
之
也

⑮
王
が
未
だ
命
を
賜
っ
て
諸
侯
と
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
儀
父
は
齊
の
桓
公
に
服
事
し
て
王
室
を
助
け
た
た

め
、
王
が
命
じ
て
郷
子
と
し
た
。
だ
か
ら
、
荘
公
十
六
年
の

経
に
は
「
郷
子
克
卒
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

詞
疏
に
「
買
服
以
為
北
杏
之
會
時
已
得
王
命
」
と
あ
る
〔
な

お
、
北
杏
の
會
は
、
荘
公
十
三
年
で
あ
る
〕
。

孔
子
脩
経

ま
た
、
疏
に
「
服
虔
云

と
あ
る
。

園
公
撮
位
而
欲
求
好
於
郷
故
為
蔑
之
盟

＠
と
も
に
盟
っ
た
わ
け
を
解
説
し
た
の
で
あ
る
。

爵
者
臨
也

将
終

所
以
臨
壺
其
材
也
」

囮
夏
四
月
費
伯
帥
師
城
郎
不
書
非
公
命
也

⑮
「
費
伯
」
は
、
魯
の
大
夫
で
あ
る
。
「
郎
」
は
、
魯
の
邑
で

あ
る
。
高
平
の
方
典
縣
の
東
南
部
に
郁
郎
亭
が
あ
る
。
偲
に

「
君
が
行
な
え
ば
必
ず
書
く
」
〔
荘
公
二
十
三
年
〕
と
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
史
官
が
典
策
に
書
く
の
は
、
い
づ
れ
も
み
な
、

君
が
（
行
な
う
よ
う
）
命
じ
た
事
で
あ
る
。
今
こ
こ
で
、
経

に
書
か
れ
て
い
な
い
の
も
、
（
こ
の
よ
う
な
）
史
官
の
藷
法

に
因
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
偲
が
こ
れ
を
繹
し
た
の
で
あ

る
。
諸
々
の
、
魯
の
事
に
つ
い
て
偲
が
「
不
書
」
を
繹
し
て

い
る
場
合
は
、
他
も
み
な
、
こ
こ
と
同
様
で
あ
る
。

圏
初
鄭
武
公
要
子
申
日
武
姜

＠
「
申
」
國
は
、
今
の
南
陽
の
宛
縣
で
あ
る
。

闘
疏
に
「
買
遣
云
凡
言
初
者
隔
其
年
後
有
禍
輻

之
乃
言
初
也
」
と
あ
る
。

(88) 
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圏
生
荘
公
及
共
叔
段

R
段
は
、
共
に
出
奔
し
た
か
ら
、
「
共
叔
」
と
言
う
の
で
あ
り
、

晉
侯
が
、
郡
に
い
た
か
ら
、
こ
れ
を
「
郡
侯
」
と
言
う
、
の

と
同
じ
で
あ
る
。

闘
隠
公
六
年
の
停
文
に
「
翼
九
宗
五
正
頃
父
之
子
嘉
父
逆
晉
侯

子
随
納
諸
郡
晉
人
謂
之
郡
侯
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

な
お
、
疏
に
「
買
服
以
共
為
諮
」
と
あ
る
。

圏
荘
公
窟
生
驚
姜
氏
故
名
日
賭
生
途
悪
之

＠
眠
っ
て
い
て
目
が
さ
め
る
と
、
荘
公
が
生
ま
れ
て
い
た
か
ら
、

驚
い
て
に
く
ん
だ
の
で
あ
る
。

圃
愛
共
叔
段
欲
立
之

R
太
子
と
し
て
立
て
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

圏
函
請
於
武
公
公
弗
許
及
荘
公
即
位
為
之
請
制
公
日

制
巖
邑
也
競
叔
死
焉
佗
邑
唯
命

R
「
競
叔
」
は
、
東
琥
の
君
で
あ
る
。
制
が
要
害
の
地
で
あ
る

こ
と
に
侍
ん
で
、
徳
を
脩
め
な
か
っ
た
た
め
、
鄭
に
滅
さ
れ

た
。
段
が
同
じ
よ
う
に
な
る
の
を
恐
れ
た
か
ら
、
他
の
邑
を

す
す
め
た
の
で
あ
る
。
競
國
は
、
今
の
焚
陽
縣
で
あ
る
。

詞
『
國
語
』
鄭
語
に
「
是
其
子
男
之
國
競
郁
為
大
競
叔
侍

勢
郁
仲
侍
瞼
是
皆
有
騎
移
怠
慢
之
心
而
加
之
以
貪
冒
」

と
あ
り
、
章
注
に
「
勢
阻
國
也

不
脩
徳
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

な
お
、
疏
に
「
（
買
達
）
云
競
叔
封
西

あ
る
〔
校
勘
記
を
参
照
〕
。

圏
請
京
使
居
之
謂
之
京
城
大
叔

＠
公
は
、
姜
氏
の
請
願
に
順
っ
て
、
段
を
京
に
居
住
さ
せ
、
こ

れ
を
「
京
城
大
叔
」
と
呼
ん
だ
。
一
般
の
臣
と
は
違
う
、
特

別
扱
い
を
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
京
」
は
、
鄭
の

邑
で
、
今
の
焚
陽
の
京
縣
で
あ
る
。

，
 

闘
『
史
記
』
鄭
世
家
の
〈
集
解
〉
に
「
買
逸
日
京
鄭
都
邑
」
）8
 

と

あ

る

の

を

参

照

。

（

圏
祭
仲
日
都
城
過
百
雉
國
之
害
也

R
「
祭
仲
」
は
、
鄭
の
大
夫
で
あ
る
。
長
さ
が
一
丈
で
、
高
さ

が
一
丈
を
、
「
堵
」
と
い
う
。
三
堵
を
、
「
雉
」
と
い
う
。

（
つ
ま
り
）
一
雉
の
膳
は
、
長
さ
が
三
丈
で
、
高
さ
が
一
丈

で
あ
る
。
侯
伯
の
城
〔
國
都
〕
は
、
五
里
四
方
、
（
つ
ま
り
）

さ
し
わ
た
し
が
三
百
雉
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
都
邑
は
、
大
き

く
て
も
、
百
雉
〔
國
都
の
三
分
の
一
〕
を
こ
え
る
こ
と
は
出

来
な
い
の
で
あ
る
。

詞
疏
に
「
買
遣
馬
融
鄭
玄
王
粛
之
徒

為
古
學
者

瞼

競
仲
封
東
」
と

鹿
也

皆
云

雉・

皆
侍
之
而
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長
一
―
一
丈
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
『
薦
記
』
坊
記
疏
に

引
く
鄭
玄
の
〈
駁
異
義
〉
に
「
天
子
城
九
里
公
城
七
里

侯
伯
之
城
五
里
子
男
之
城
三
里
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圏
先
王
之
制
大
都
不
過
参
國
之
一

R
國
都
の
城
脇
の
三
分
の
一
で
あ
る
。

圏
中
五
之
一
小
九
之
一
今
京
不
度
非
制
也

R
法
度
に
合
致
せ
ず
、
先
王
の
制
に
反
し
て
い
る
。

圏
君
将
不
堪
公
日
姜
氏
欲
之
焉
辟
害
封
日
姜
氏
何

厭
之
有
不
如
早
為
之
所

R
適
嘗
な
身
の
お
き
所
を
典
え
る
。

圏
無
使
滋
蔓
蔓
難
圃
也
蔓
草
猶
不
可
除
況
君
之
寵
弟
乎

公
日
多
行
不
義
必
自
斃
子
姑
待
之

R
「
斃
」
は
、
蹄
〔
た
お
れ
る
〕
で
あ
る
。
「
姑
」
は
、
且
〔
し

ば
ら
く
〕
で
あ
る
。

圃
既
而
大
叔
命
西
郡
北
郡
戴
於
己

R
「
郡
」
は
、
鄭
の
邊
邑
で
あ
る
。
「
戴
」
は
、
雨
方
に
服
腐

す
る
こ
と
で
あ
る
。

圏
公
子
呂
日
國
不
堪
戴
君
将
若
之
何

⑮
「
公
子
呂
」
は
、
鄭
の
大
夫
で
あ
る
。

圏
欲
典
大
叔
臣
請
事
之
若
弗
典
則
請
除
之

無
生
民
心

＠
大
叔
を
長
い
あ
い
だ
除
去
し
な
い
で
お
く
と
、
國
中
の
民
が

あ
だ
し
心
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。

圏
公
日
無
庸
将
自
及

R
わ
ざ
わ
ざ
除
去
し
な
く
と
も
、
禍
害
が
自
然
に
ふ
り
か
か
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

圏
大
叔
又
収
咸
以
為
己
邑

R
そ
れ
ま
で
雨
方
に
服
厩
し
て
い
た
も
の
〔
西
郡
・
北
郡
〕
を
、

今
こ
こ
で
、
い
づ
れ
も
み
な
、
自
分
の
邑
と
し
て
取
り
込
ん

だ
の
で
あ
る
。

園
至
子
麒
延

R
他
に
も
た
く
さ
ん
手
を
伸
ば
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
康
延
」
は
、
鄭
の
邑
で
あ
る
。
陳
留
の
酸
棗
縣
の
北
部
に

延
津
が
あ
る
。

圏
子
封
日
可
癸
厚
将
得
衆

R
「
子
封
」
は
、
公
子
呂
で
あ
る
。
「
厚
」
と
は
、
土
地
が
廣

大
な
こ
と
を
い
う
。

圏
公
日
不
義
不
暗
厚
将
崩

R
君
に
射
し
て
不
義
で
あ
り
、
兄
に
射
し
て
不
親
で
あ
る
者
に

は
、
民
が
附
従
す
る
は
ず
は
な
い
か
ら
、
い
く
ら
土
地
が
廣

大
で
あ
っ
て
も
、
必
ず
崩
れ
る
。

(90) 
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圏
大
叔
完
衆

R
城
郭
を
堅
固
に
し
、
人
民
を
衆
め
た
の
で
あ
る
。

詞
疏
に
「
服
虔
以
衆
為
衆
禾
黍
也
」
と
あ
る
。

圏
繕
甲
兵
具
卒
乖

R
歩
兵
を
「
卒
」
と
い
い
、
車
兵
を
「
乗
」
と
い
う
。

圏
将
嬰
鄭
夫
人
将
啓
之

＠
「
啓
」
は
、
開
〔
ひ
ら
く
•
手
引
き
す
る
〕
で
あ
る
。

圏
公
聞
其
期
日
可
癸
命
子
封
帥
車
二
百
乗
以
伐
京

＠
昔
は
、
兵
車
一
輛
に
つ
き
、
甲
士
が
三
人
と
、
歩
卒
が
七
十

二
人
と
で
あ
っ
た
。

圏
京
叛
大
叔
段
段
入
子
邸
公
伐
諸
邸
五
月
辛
丑
大
叔
出

奔
共

R
「
共
」
國
は
、
今
の
汲
郡
の
共
縣
で
あ
る
。

闘
『
史
記
』
鄭
世
家
の
〈
集
解
〉
に
「
買
遣
日
共
國
名
也
」

と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
書
日
鄭
伯
克
段
子
邸
段
不
弟
故
不
言
弟
如
二
君
故

日
克
稲
鄭
伯
課
失
教
也
謂
之
鄭
志
不
言
出
奔
難

之
也

R
偲
は
、
夫
子
が
《
春
秋
》
を
作
る
の
に
、
普
史
を
改
め
て
義

を
明
ら
か
に
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
鄭
伯
は
）
早
め
に
段
に
適
嘗
な
身
の
お
き
所
を
典
え
る
こ

と
を
せ
ず
、
そ
の
悪
を
養
成
し
た
〔
助
長
し
た
〕
か
ら
、
「
教

誨
を
怠
っ
た
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
段
は
、
賓
は
出

奔
し
た
の
に
、
「
克
」
と
い
う
表
現
を
と
っ
て
い
る
の
は
、

鄭
伯
の
本
心
は
（
段
を
）
殺
す
こ
と
に
あ
っ
た
た
め
、
出
奔

し
た
〔
逃
げ
た
〕
な
ど
と
は
言
い
た
く
な
か
っ
た
、
と
い
う

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

詞
疏
に
「
服
虔
云
公
本
欲
養
成
其
悪
而
加
誅
使
不
得
生
出

此
鄭
伯
之
志
意
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圏
途
冥
姜
氏
子
城
頴

R
「
城
穎
」
は
、
鄭
地
で
あ
る
。

闘
『
史
記
』
鄭
世
家
の
〈
集
解
〉
に
「
買
遣
日
鄭
地
」
と
あ

る
の
を
参
照
。

圃
而
誓
之
日
不
及
黄
泉
無
相
見
也

R
地
中
の
泉
だ
か
ら
、
「
黄
泉
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

闘
『
史
記
』
鄭
世
家
の
〈
集
解
〉
に
「
服
虔
日
天
玄
地
黄

泉
在
地
中
故
言
黄
泉
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

囮
既
而
悔
之
穎
考
叔
為
穎
谷
封
人

＠
「
封
人
」
と
は
、
封
彊
（
の
守
備
）
を
つ
か
さ
ど
る
者
で
あ

る。
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且
告
之
悔

闘
『
史
記
』
鄭
世
家
の
〈
集
解
〉
に
「
買
蓬
日

と
あ
る
。

圏
聞
之
有
獣
於
公
公
賜
之
食
食
舎
肉
公
問
之
射
日

小
人
有
母
皆
嘗
小
人
之
食
癸
未
嘗
君
之
羹
請
以
遺

之
＠
食
事
の
時
、
（
わ
ざ
と
）
羹
〔
肉
汁
〕
を
啜
ら
ず
、
そ
れ
に

よ
っ
て
（
公
に
）
質
問
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
宋
の

華
元
も
、
羊
を
殺
し
て
羹
を
つ
く
り
、
士
に
振
舞
っ
た
。
お

そ
ら
く
、
（
こ
れ
が
）
賤
官
を
も
て
な
す
際
の
、
昔
の
し
き

た
り
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

詞
宣
公
二
年
の
偲
文
に
「
将
戦
華
元
殺
羊
食
士
」
と
あ
る
。

圏
公
日
爾
有
母
遺
繋
我
獨
無

R
「
繋
」
は
、
語
助
〔
虚
詞
〕
で
あ
る
。

詞
億
公
五
年
の
偲
文
に
「
惟
徳
緊
物
」
と
あ
り
、
『
詩
』
大
雅

〈
洞
酌
〉
の
疏
に
「
服
虔
注
云
繋
痰
聟
也
」
と
あ
る
の

を
参
照
。

囮
頴
考
叔
日
敢
問
何
謂
也

＠
武
姜
が
存
命
で
あ
る
こ
と
を
根
腺
に
、
わ
ざ
と
た
ず
ね
た
の

で
あ
る
。

囮
公
語
之
故

酎
日

君
何
患
焉

若
闊
地
及
泉

穎
谷

鄭
地
」

隧
而
相
見
其
誰
日
不
然

R
「
隧
」
は
、
今
の
延
道
〔
地
下
道
〕
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

圏
公
従
之
公
入
而
賦
大
隧
之
中
其
柴
也
融
融

⑮
「
賦
」
と
は
、
詩
を
賦
し
た
の
で
あ
る
。
「
融
融
」
は
、
な

ご
や
か
（
な
さ
ま
）
で
あ
る
。

詞
疏
に
「
服
虔
云
入
言
公
出
言
姜
明
倶
出
入
互
相
見
」

と
あ
る
。

圏
姜
出
而
賦
大
隧
之
外
其
築
也
洩
洩

＠
「
洩
洩
」
は
、
の
び
や
か
（
な
さ
ま
）
で
あ
る
。

圏
途
為
母
子
如
初
君
子
日
頴
考
叔
純
孝
也

R
「
純
」
は
、
篤
と
同
じ
で
あ
る
。

圏
愛
其
母
施
及
荘
公
詩
日
孝
子
不
瞑
永
錫
爾
類
其

是
之
謂
乎

＠
「
不
厘
」
と
は
純
孝
〔
篤
孝
〕
で
あ
る
。
荘
公
は
、
は
じ

め
は
誤
っ
た
け
れ
ど
も
、
孝
心
を
忘
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、

考
叔
が
感
化
し
て
、
そ
れ
を
賓
行
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
所
謂

「
（
純
孝
を
）
永
く
、
な
ん
じ
の
同
類
〔
荘
公
を
指
す
〕
に

賜
わ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
詩
人
は
、
詩
を
作
る
の
に
、

そ
れ
ぞ
れ
、
心
情
に
も
と
づ
い
て
表
現
し
、
君
子
は
、
詩
を

論
ず
る
の
に
、
文
辟
に
と
ら
わ
れ
て
（
詩
人
の
）
心
意
を
そ
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圃
秋
七
月
天
王
使
宰
咀
来
蹄
恵
公
仲
子
之
胴

斃

故

名

＠
悪
公
の
葬
は
《
春
秋
》
の
前
に
あ
っ
た
か
ら
、
「
緩
〔
お
そ

い
〕
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
子
氏
」
と
は
、
仲
子

の
こ
と
で
あ
り
、
斃
じ
た
の
は
二
年
で
あ
る
。
「
贈
」
は
、

喪
を
助
け
る
た
め
の
物
で
あ
る
。

闘
二
年
に
「
十
有
二
月
乙
卯
夫
人
子
氏
斃
」
と
あ
る
。

圃
天
子
七
月
而
葬
同
軌
畢
至

緩

且
子
氏
未

こ
ね
た
り
し
な
い
。
だ
か
ら
、
《
春
秋
》
偲
が
『
詩
』
を
引

い
て
い
る
場
合
、
今
の
『
詩
』
の
解
説
〔
毛
停
•
鄭
箋
な
ど
〕

と
は
、
必
ら
ず
し
も
一
致
し
な
い
の
で
あ
る
。
後
は
み
な
、

こ
れ
に
倣
う
。

闘
『
詩
』
大
雅
〈
既
酔
〉
の
毛
博
に
は
「
慨
燭
類
善
也
」
と

あ
り
、
鄭
箋
に
は
「
永
長
也
孝
子
之
行
非
有
娼
極
之
時

長
以
典
女
之
族
類
謂
廣
之
以
教
道
天
下
也
春
秋
停
日

穎
考
叔
純
孝
也
施
及
荘
公
」
と
あ
る
。

な
お
、
注
の
「
不
以
文
害
意
」
に
つ
い
て
は
、
『
孟
子
』
萬

章
上
に
「
故
説
詩
者
不
以
文
害
辟
不
以
辟
害
志
以
意

逆
志
是
為
得
之
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

＠
「
同
軌
」
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
四
夷
の
國
と
振
別
し
た

の
で
あ
る
。

詞
疏
に
「
鄭
玄
服
虔
皆
以
軌
為
車
轍
也
」
と
あ
る
。

囮
諸
侯
五
月
同
盟
至

＠
（
「
同
盟
」
と
は
）
方
嶽
の
盟
に
同
席
し
た
も
の
で
あ
る
。

圃
大
夫
三
月
同
位
至

R
昔
、
（
大
夫
の
）
行
役
〔
出
張
〕
は
、
時
〔
三
箇
月
〕
を
こ

え
な
か
っ
た
。

闘
隠
公
五
年
の
穀
梁
博
文
に
「
伐
不
鍮
時
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圏
士
鍮
月
外
姻
至

＠
「
鍮
月
」
と
は
、
月
を
わ
た
る
〔
こ
え
る
〕
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
「
姻
」
は
、
親
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
（
死
者

の
身
分
に
よ
っ
て
）
そ
れ
ぞ
れ
、
弔
問
客
の
範
園
に
差
が
つ

け
ら
れ
、
同
時
に
、
葬
の
時
期
も
き
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

闘
注
の
「
鍮
月
度
月
也
」
に
つ
い
て
。
襄
公
四
年
に
「
秋
七

月
戊
子
夫
人
姐
氏
斃
」
と
あ
り
、
「
八
月
辛
亥
葬
我
小
君
定

姐
」
と
あ
り
、
注
に
「
鍮
月
而
葬
速
」
と
あ
る
。
一
方
、

襄
公
十
五
年
に
「
冬
十
有
一
月
癸
亥
晉
侯
周
卒
」
と
あ
り
、

同
十
六
年
に
「
春
王
正
月
葬
晉
悼
公
」
と
あ
り
、
注
に
「
鍮
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月
而
葬
速
也
」
と
あ
る
。
雨
者
を
比
較
す
る
に
、
後
者
の

「
鍮
月
」
は
、
十
二
月
と
い
う
一
箇
月
を
間
に
は
さ
ん
で
と

い
う
意
味
で
あ
る
が
、
前
者
は
、
一
箇
月
も
た
っ
て
お
ら
ず
、

「
鍮
月
」
は
、
皐
に
翌
月
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
言
い
か
え

れ
ば
、
前
者
の
「
月
」
は
、
死
ん
だ
そ
の
月
を
指
し
、
後
者

の
「
月
」
は
、
次
の
月
を
指
し
て
い
る
。
こ
こ
の
「
鍮
月
」

は
、
お
そ
ら
く
、
前
者
の
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
〔
後
者
だ
と
、

「
大
夫
」
の
場
合
と
同
じ
に
な
っ
て
し
ま
う
〕
。
ち
な
み
に
、

『
説
苑
』
修
文
篇
に
「
天
子
七
日
而
殖
七
月
而
葬
諸
侯

五
日
而
殖
五
月
而
葬
大
夫
三
日
而
殖
三
月
而
葬
士

庶
人
二
日
而
殖
一
•
一
月
而
葬
」
と
あ
る
。

圃
贈
死
不
及
戸

＠
「
戸
」
と
は
、
葬
る
前
（
の
期
間
）
の
通
稲
で
あ
る
。

圏
弔
生
不
及
哀

＠
諸
侯
以
上
は
、
葬
が
お
わ
る
と
、
総
麻
〔
喪
服
〕
を
除
い
て
、

哭
位
〔
哭
す
る
場
所
？
〕
も
な
く
し
、
（
そ
の
後
は
）
諒
闇

す
る
〔
心
喪
す
る
〕
だ
け
で
、
（
三
年
の
）
喪
を
し
と
げ
る

の
で
あ
る
。

詞
『
晉
書
』
薦
志
中
に
「
尚
書
杜
預
以
為
古
者
天
子
諸
侯
三

年
之
喪
始
同
齊
斬
既
葬
除
喪
服
諒
闇
以
居
心
喪
終
制

不
輿
士
庶
同
薦
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圏
豫
凶
事
非
祠
也

＠
仲
子
が
ま
だ
存
命
中
な
の
に
、
来
て
贈
っ
た
か
ら
、
「
前
も

つ
で
凶
事
の
贈
り
も
の
を
し
た
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

圏
八
月
紀
人
伐
夷
夷
不
告
故
不
書

＠
「
夷
」
國
は
、
城
陽
の
荘
武
縣
に
あ
り
、
「
紀
」
國
は
、
東

莞
の
劇
縣
に
あ
っ
た
。
隠
公
十
一
年
の
停
例
に
「
凡
そ
、
諸

侯
に
事
件
が
あ
っ
た
場
合
、
報
告
し
て
く
れ
ば
書
き
、
そ
う

で
な
け
れ
ば
書
か
な
い
」
と
あ
る
。
（
こ
こ
の
場
合
）
史
官

が
典
策
に
書
か
な
か
っ
た
か
ら
、
夫
子
も
経
に
書
か
な
か
っ

た
の
で
あ
り
、
停
は
、
そ
の
事
件
を
示
し
て
、
《
春
秋
》
の

例
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
他
は
み
な
、
こ
れ
に
倣
う
。

闘
序
に
「
其
痰
凡
以
言
例
皆
経
國
之
常
制
周
公
之
垂
法

史
書
之
普
章
仲
尼
従
而
修
之
以
成
一
経
之
通
櫃
」
と
あ

る
の
を
参
照
。

圏
有
輩
不
為
災
亦
不
書

R
「
蛮
」
は
、
負
描
〔
臭
晶
？
〕
で
あ
る
。
荘
公
二
十
九
年
の

博
例
に
「
凡
そ
、
物
は
、
災
害
を
も
た
ら
さ
な
け
れ
ば
、
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囮
冬
十
月
庚
申
改
葬
恵
公

公
弗
臨
故
不
書

か
な
い
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
ま
た
、
こ
れ
を
殺
し
て
い
る
の

は
、
停
が
依
握
し
た
の
は
、
史
官
の
典
策
だ
け
な
の
で
は
な

く
、
あ
わ
せ
て
、
簡
贖
の
記
か
ら
も
采
っ
た
、
と
い
う
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
他
は
み
な
、
こ
れ
に
倣
う
。

闘
序
に
「
大
事
書
之
於
策
小
事
簡
贖
而
已
」
と
あ
る
の
を
参

照
。
ま
た
、
十
一
年
の
注
に
「
命
者
國
之
大
事
政
令
也

承
其
告
辟
史
乃
書
之
於
策
若
所
停
聞
行
言
非
将
君
命

則
記
在
簡
贖
而
已
不
得
記
於
典
策
此
蓋
周
禰
之
菌
制
」

と
あ
る
の
を
参
照
。

圏
恵
公
之
季
年
敗
宋
師
子
黄

R
「
黄
」
は
、
宋
の
邑
で
あ
る
。
陳
留
の
外
黄
縣
の
東
部
に
黄

城
が
あ
る
。

圃
公
立
而
求
成
焉
九
月
及
宋
人
盟
子
宿
始
通
也

＠
経
に
義
例
が
な
い
か
ら
、
停
は
た
だ
事
件
の
趣
旨
だ
け
を
言

っ
た
の
で
あ
る
。
他
は
み
な
、
こ
れ
に
倣
う
。

詞
序
に
「
其
経
無
義
例
因
行
事
而
言
則
偲
直
言
其
蹄
趣
而

已
非
例
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

＠
桓
公
を
太
子
に
し
た
〔
Or
桓
公
が
太
子
で
あ
っ
た
〕
か
ら
、

隠
公
は
謙
譲
し
て
、
喪
主
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

隠
公
が
君
の
政
を
代
行
し
て
い
た
か
ら
、
隠
公
（
の
出
鋏
）

に
も
と
づ
い
て
言
っ
た
の
で
あ
る
。

闘
『
太
平
御
覧
』
巻
第
五
百
五
十
三
に
「
買
遣
日
改
葬
改

備

禰

也

葬

嗣

君

之

事

公

不

臨

言

無

恩

禰

日

改

葬
網
也
」
と
あ
る
。

圏
恵
公
之
斃
也
有
宋
師
大
子
少
葬
故
有
閥
是
以
改
葬

闘
疏
に
「
服
虔
以
為
宋
師
即
黄
之
師
也
是
時
宋
来
伐
魯
公

自
典
戦
」
と
あ
る
。

圏
衛
公
来
會
葬
不
見
公
亦
不
書

＠
諸
侯
が
會
葬
す
る
の
は
、
非
薦
で
あ
る
。
（
こ
こ
は
）
公
と

接
し
て
證
を
成
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
か
ら
、
典
策
に
書

か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
他
は
み
な
、
こ
れ
に
倣
う
。
「
衛
」

國
は
汲
郡
の
朝
歌
縣
に
あ
っ
た
。

囮
鄭
共
叔
之
風
公
孫
滑
出
奔
衛

＠
「
公
孫
滑
」
は
、
共
叔
段
の
子
で
あ
る
。

圏
衛
人
為
之
伐
鄭
取
麒
延
鄭
人
以
王
師
競
師
伐
衛
南
郡
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圏
十
二
月
祭
伯
来

圏
衆
父
卒

＠
「
衆
父
」
は
、
公
子
盆
師
の
字
〔
あ
ざ
な
〕
で
あ
る
。

圏
公
不
典
小
飲
故
不
書
日

非
王
命
也

R
「
競
」
は
、
西
競
國
で
あ
る
。
弘
農
の
映
縣
の
東
南
部
に
競

城
が
あ
る
。

園
請
師
於
郷
郷
子
使
私
於
公
子
豫

＠
「
公
子
豫
」
は
、
魯
の
大
夫
で
あ
る
。
非
公
式
に
〔
内
々
に
〕

師
を
請
う
た
の
で
あ
る
。

圏
豫
請
往
公
弗
許
途
行
及
郷
人
鄭
人
盟
子
翼

⑮
「
翼
は
、
郷
地
で
あ
る
。

囮
不
書
非
公
命
也

圃
新
作
南
門
不
書
亦
非
公
命
也

＠
「
公
が
（
行
な
う
よ
う
）
命
じ
た
こ
と
で
は
な
い
か
ら
、

か
な
か
っ
た
」
と
（
い
う
偲
を
）
三
度
も
示
し
て
い
る
の
は
、

い
づ
れ
も
み
な
、
大
事
を
行
な
っ
た
か
ら
、
省
略
せ
ず
に
、

い
ち
い
ち
畢
げ
た
の
で
あ
る
。

R
薦
で
は
、
卿
佐
の
喪
は
、
小
飲
〔
死
の
翌
日
〕
と
大
緻
〔
死

の
翌
々
日
〕
と
の
い
づ
れ
に
も
、
君
み
づ
か
ら
が
臨
席
す
る
。

恩
が
厚
い
こ
と
を
崇
ぶ
か
ら
で
あ
る
。
（
な
お
）
死
ん
だ
ば

か
り
の
と
き
〔
死
の
翌
日
〕
は
、
（
特
に
）
情
が
篤
く
證
が

重
い
か
ら
、
「
小
飲
」
で
表
現
し
た
の
で
あ
っ
て
、
大
緻
だ

け
に
は
臨
席
し
た
場
合
、
及
び
、
雨
方
に
〔
大
飲
に
も
〕
臨

席
し
な
か
っ
た
場
合
も
、
同
じ
く
日
を
書
か
な
い
。

闘
注
の
表
現
は
「
至
於
〔
二
つ
の
場
合
〕
亦
同
不
書
日
」
と
い

う
形
に
な
っ
て
い
る
が
、
賓
際
に
は
、
こ
の
二
つ
の
場
合
し

か
あ
り
得
な
い
。

な
お
、
疏
に
「
買
達
云

〔
随
公
二
年
〕

囲
二
年
春
公
會
戎
子
潜

＠
戎
•
秋
・
夷
・
蟄
は
、
い
づ
れ
も
み
な
、
氏
・
莞
の
別
種
で

あ
る
。
戎
で
あ
る
の
に
「
會
」
と
書
い
て
い
る
の
は
、
自
分

た
ち
の
慣
習
に
順
っ
て
祠
を
な
し
た
の
で
あ
り
、
い
づ
れ
も

み
な
、
戎
子
駒
支
の
よ
う
な
、
中
國
に
居
住
し
て
い
た
者
を

い
う
。
陳
留
の
清
陽
縣
の
東
南
部
に
戎
城
が
あ
る
。
「
潜
」

は
、
魯
地
で
あ
る
。

不
典
大
緻

則
不
書
卒
」
と
あ
る
。
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詞
襄
公
十
四
年
の
博
文
に
「
（
戎
子
駒
支
）
封
日
（
中
略
）
我

諸
戎
飲
食
衣
服
不
典
華
同
贄
幣
不
通
言
語
不
達
」
と
あ

る
の
を
参
照
。

闘
夏
五
月
i

呂
人
入
向

＠
「
向
」
は
、
小
國
で
あ
る
。
誰
國
の
龍
冗
縣
の
東
南
部
に
向

城
が
あ
る
。
「
i

呂
」
國
は
、
今
の
城
陽
の
目
縣
で
あ
る
。
将

が
卑
＜
師
が
少
な
い
場
合
は
、
「
人
」
と
稲
す
る
。
そ
の
土

地
を
占
有
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
「
入
」
と
言
う
。
（
後
者

の
）
例
は
、
簑
公
士
二
年
に
あ
る
。

闘
注
の
「
将
卑
師
少
稲
人
」
に
つ
い
て
は
、
疏
に
引
く
『
繹
例
』

に
「
大
夫
将
満
師
稲
師
不
滴
稲
人
而
已
卿
将
滴
師

則
雨
書
不
満
則
直
書
名
氏
君
将
不
言
帥
師
卿
将

不
言
帥
旅
此
史
策
記
注
之
常
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、

隠
公
五
年
の
公
羊
偲
文
に
「
将
尊
師
衆
稲
某
率
師
将
尊

師

少

稲

将

将

卑

師

衆

稲

師

将

卑

師

少

稲

人

君

持
不
言
率
師
書
其
重
者
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
「
弗
地
日
入
例
在
襄
士
二
年
」
に
つ
い
て
は
、
襄
公

十
三
年
の
博
文
に
「
弗
地
日
入
」
と
あ
り
、
注
に
「
謂
勝
其

國
邑
不
有
其
地
」
と
あ
る
。

屈
無
駿
帥
師
入
極

R
「
無
駿
」
は
、
魯
の
孵
で
あ
る
。
「
極
」
は
、
附
庸
の
小
國

で
あ
る
。
無
駿
に
氏
を
書
い
て
い
な
い
の
は
、
族
を
賜
わ
っ

て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
族
を
賜
わ
る
例
は
、
八
年
に

あ
る
。

闘
八
年
の
偲
文
に
「
無
駿
卒
羽
父
請
諮
典
族
公
問
族
於
衆

仲
衆
仲
射
日
天
子
建
徳
因
生
以
賜
姓
詐
之
土
而
命

之
氏
諸
侯
以
字
為
論
因
以
為
族
官
有
世
功
則
有

官
族
邑
亦
如
之
公
命
以
字
為
展
氏
」
と
あ
る
。

な
お
、
疏
に
「
買
云
極
戎
邑
也
」
と
あ
る
。

醤
秋
八
月
庚
辰
公
及
戎
盟
子
唐

＠
高
平
の
方
典
縣
の
北
部
に
武
雁
亭
が
あ
る
。
八
月
な
ら
ば
、

庚
辰
（
の
日
）
は
な
い
。
庚
辰
な
ら
ば
、
七
月
九
日
で
あ
る
。

日
か
月
か
（
の
ど
ち
ら
か
）
が
誤
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。

闘
疏
に
「
杜
勘
椀
経
偲
上
下
月
日
制
為
長
歴
此
年
八
月
壬

寅
朔
（
中
略
）
七
月
壬
申
朔
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

闘
九
月
紀
裂
縞
来
逆
女
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R
「
裂
編
」
は
、
紀
の
大
夫
で
あ
る
。
偲
に
「
卿
が
君
の
た
め

に
迎
え
た
」
と
あ
る
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
勉
が
自
分
の

た
め
に
迎
え
た
場
合
と
賑
別
し
た
の
で
あ
る
。
女
を
迎
え
る

の
に
、
「
使
」
を
稲
し
た
り
、
「
使
」
を
稲
さ
な
か
っ
た
り

し
て
い
る
の
は
、
昏
祠
で
は
主
人
〔
む
こ
〕
を
稲
さ
な
い
た

め
、
史
官
が
そ
れ
ぞ
れ
の
事
賓
〔
母
の
有
無
〕
に
随
っ
て
書

い
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
義
例
で
は
な
い
。
他
は
み
な
、
こ
れ

に
倣
う
。

詞
注
の
前
半
に
つ
い
て
は
、
疏
に
引
く
『
繹
例
』
に
「
天
子
要

則
稲
逆
王
后
孵
為
君
逆
則
稲
逆
女
其
自
為
逆
則

稲
所
逆
之
字
尊
卑
之
別
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
後
半
に
つ
い
て
は
、
公
羊
偲
文
に
「
何
以
不
稲
使
婚

證
不
稲
主
人
然
則
昂
稲
稲
諸
父
兄
師
友
宋
公
使
公
孫

壽
来
納
幣
則
其
稲
主
人
何
辟
窮
也
辟
窮
者
何
無
母

也
然
則
紀
有
母
乎
日
有
有
則
何
以
不
稲
母
母
不
通

也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

醤
冬
十
月
伯
姫
蹄
子
紀

R
偲
は
な
い
。
「
伯
姫
」
は
、
魯
の
女
で
あ
り
、
裂
縞
が
（
君

の
た
め
に
）
迎
え
た
者
で
あ
る
。

（
そ
の

醤
紀
子
吊
i

呂
子
盟
子
密

⑮
「
子
吊
」
は
、
裂
縞
の
字
〔
あ
ざ
な
〕
で
あ
る
。
i

呂
と
魯
と

は
仲
違
い
し
て
い
た
が
、
紀
侯
は
、
魯
か
ら
要
る
と
、
大
夫

に
i

呂
と
盟
わ
せ
、
雨
國
を
和
解
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
（
つ
ま

り
）
子
吊
は
、
魯
の
た
め
に
よ
し
み
を
結
び
民
を
安
ん
じ
た

か
ら
、
偲
に
「
魯
の
た
め
で
あ
る
」
と
あ
り
、
魯
の
大
夫
に

な
ぞ
ら
え
て
「
i

呂
子
」
の
上
に
お
き
、
字
を
稲
し
て
褒
め
て

い
る
の
で
あ
る
。
字
を
い
う
例
は
、
閲
公
元
年
に
あ
る
。
「
密
」

は
、
回
の
邑
で
あ
る
。
城
陽
の
淳
子
縣
の
東
北
部
に
密
疱
が

あ
る
。

闘
注
の
「
字
例
」
に
つ
い
て
は
閲
公
元
年
に
「
季
子
来
蹄
」

と
あ
り
、
注
に
「
季
子
公
子
友
之
字
季
子
忠
於
社
稜

為
國
人
所
思
故
賢
而
字
之
」
と
あ
り
、
偲
に
「
季
子
来
蹄

嘉
之
也
」
と
あ
る
。
ま
た
、
「
冬
齊
仲
孫
来
」
と
あ
り
、

注
に
「
還
使
齊
侯
務
寧
魯
難
故
嘉
而
字
之
」
と
あ
り
、
偲

に
「
書
日
仲
孫
亦
嘉
之
也
」
と
あ
る
。

醤
十
有
二
月
乙
卯
夫
人
子
氏
斃

＠
停
は
な
い
。
桓
公
が
未
だ
君
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
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母
の
）
仲
子
は
「
夫
人
」
と
稲
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
は
ず

で
あ
る
。
（
し
か
し
な
が
ら
）
隠
公
は
桓
公
に
譲
っ
て
太
子

と
し
、
そ
の
母
の
喪
を
正
式
に
行
な
い
、
諸
侯
に
赴
告
し
た

か
ら
、
経
は
、
こ
こ
で
、
「
夫
人
」
と
稲
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
（
た
だ
し
）
反
哭
し
な
か
っ
た
か
ら
、
「
葬
」
は
書
い

て
い
な
い
。
例
は
、
三
年
に
あ
る
。

闘
三
年
の
停
文
に
「
夏
君
氏
卒
贅
子
也
不
赴
於
諸
侯
不

反
哭
子
寝
不
甜
子
姑
故
不
日
斃
不
稲
夫
人
故
不
言

葬
」
と
あ
る
。

醤
鄭
人
伐
衛

⑮
凡
そ
、
師
に
つ
い
て
、
鍾
鼓
〔
な
り
物
〕
を
用
い
た
場
合
に

は
、
「
伐
」
と
い
う
。
例
は
、
荘
公
二
十
九
年
に
あ
る
。

詞
荘
公
二
十
九
年
の
偲
文
に
「
凡
師
有
鍾
鼓
日
伐
無
日
侵

軽
日
襲
」
と
あ
る
。

圃
二
年
春
公
會
戎
子
潜
脩
恵
公
之
好
也
戎
請
盟
公
辟

R
よ
し
み
を
通
ず
る
こ
と
は
許
し
た
が
、
盟
を
結
ぶ
こ
と
は
許

さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
夷
秋
を
ふ
せ
ぐ
に
は
、
一
度
だ
け

で
は
不
充
分
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

園
呂
子
要
子
向

還
＠
偲
（
意
）
は
、
婚
姻
の
義
に
反
し
て
い
る
、
と
言
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
（
事
の
）
得
失
が
小
さ
い
か
ら
、
経

に
特
別
の
表
現
が
な
く
、
偲
で
事
賓
の
詳
細
（
だ
け
）
を
述

べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
偲
文
を
よ
く
讀
め
ば
、
そ
の
是
非

（
の
意
）
を
戒
め
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
他
は
み
な
、
こ

れ
に
倣
う
。

圏
司
空
無
駿
入
極
費
疹
父
勝
之

⑮
魯
の
司
徒
•
司
馬
・
司
空
は
、
い
づ
れ
も
み
な
、
孵
で
あ
る
。

「
痔
父
」
と
は
、
費
伯
の
こ
と
で
あ
る
。
（
費
伯
は
）
前
年

に
郎
に
城
き
、
今
こ
こ
で
、
そ
の
郎
に
腺
っ
て
極
に
勝
つ
こ

と
が
出
来
た
。
だ
か
ら
、
偲
は
、
前
年
に
お
い
て
、
郎
に
城

い
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

闘
元
年
の
偲
文
に
「
夏
四
月
費
伯
帥
師
城
郎
」
と
あ
る
。

向
姜
不
安
吾
而
蹄

夏
i

呂
人
入
向

以
姜
氏

闘
文
公
九
年
の
公
羊
偲
文
に
「
許
夷
秋
者
不
一
而
足
也
」
と
あ

る
の
を
参
照
。
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ー

復
脩
戎
好
也

卿
為
君
逆
也

圃
鄭
人
伐
術
討
公
孫
滑
之
風
也

R
元
年
の
、
麒
延
を
取
っ
た
事
件
を
、
た
だ
し
た
の
で
あ
る
。

詞
元
年
の
偲
文
に
「
鄭
共
叔
之
風
公
孫
滑
出
奔
衛
衛
人
為

之
伐
鄭
取
康
延
」
と
あ
る
。

〔
饂
公
三
年
〕

翻
三
年
春
王
二
月
己
巳
日
有
食
之

R
停
は
な
い
。
太
陽
の
運
行
は
遅
く
、
一
年
で
天
を
一
周
す
る
。

月
の
運
行
は
速
く
、
一
箇
月
で
天
を
一
周
す
る
。
（
雨
者
は
）

一
年
で
、
合
計
十
二
同
交
會
す
る
。
し
か
し
、
太
陽
と
月
と

は
動
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
運
行
の
度
合
に
お
お
よ
そ

の
定
量
が
あ
る
に
せ
よ
、
少
し
は
増
減
が
な
い
わ
け
に
ゆ
か

な
い
。
だ
か
ら
、
交
會
し
て
も
食
さ
な
い
場
合
が
あ
っ
た
り
、

交
會
す
る
た
び
に
食
す
る
場
合
が
あ
っ
た
り
す
る
。
正
陽
の

月
に
限
っ
て
、
君
子
は
日
食
を
忌
む
。
そ
れ
故
に
、
鼓
を
伐

っ
て
幣
を
用
い
る
の
で
あ
る
。
い
ま
、
『
繹
例
』
に
お
い
て
、

〈
長
歴
〉
を
用
い
て
経
偲
を
推
算
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

こ
の
食
は
明
ら
か
に
二
月
の
朔
で
あ
る
。
「
朔
」
を
書
い
て

い
な
い
の
は
、
史
官
が
書
き
漏
ら
し
た
の
で
あ
る
。
「
朔
」

と
日
を
書
く
例
は
、
桓
公
十
七
年
に
あ
る
。

闘
注
の
「
書
朔
日
例
」
に
つ
い
て
は
、
桓
公
十
七
年
の
偲
文
に

「
冬
十
月
朔
日
有
食
之
不
書
日
官
失
之
也
天
子
有
日

官
諸
侯
有
日
御
日
官
居
鯉
以
底
日
祠
也
日
御
不
失

日
以
授
百
官
子
朝
」
と
あ
る
。
な
お
、
経
の
方
の
注
に
「
甲

乙
者
麻
之
紀
也
晦
朔
者
日
月
之
會
也
日
食
不
可
以

不
存
晦
朔
晦
朔
須
甲
乙
而
可
推
故
日
食
必
以
書
朔
日
為

例
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

醤
三
月
庚
戌
天
王
崩

＠
周
の
平
王
で
あ
る
。
賓
際
に
は
‘
壬
戌
に
崩
じ
た
の
だ
が
、

諸
侯
に
は
や
く
来
て
ほ
し
か
っ
た
か
ら
、
遠
日
〔
十
日
以
上

も
前
の
日
附
〕
で
赴
告
し
た
の
で
あ
る
。
《
春
秋
》
が
、
賓

際
に
崩
じ
た
日
を
書
か
ず
に
、
遠
日
を
書
い
て
い
る
の
は
、

そ
の
作
為
を
そ
の
ま
ま
偲
え
て
、
臣
子
の
過
ち
を
懲
ら
し
た
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の
で
あ
る
。
襄
公
二
十
九
年
の
偲
に
「
（
霊
王
の
葬
に
際
し

て
）
鄭
の
上
勉
〔
子
展
〕
に
は
用
事
が
あ
っ
た
の
で
、
（
彼

は
）
印
段
に
、
周
へ
行
っ
て
會
葬
さ
せ
た
」
と
あ
る
。
今
こ

こ
で
、
「
葬
」
を
書
い
て
い
な
い
の
は
、
魯
が
會
さ
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

詞
疏
に
引
く
『
繹
例
』
に
「
天
王
個
赴
途
用
其
虚
明
日
月

開
否
亦
従
赴
辟
君
子
不
愛
其
文
以
恨
其
疑
且
虚
賓

相
生
随
而
長
之
員
個
之
情
可
以
雨
見
承
赴
而
書
之

亦
所
以
示
将
来
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

醤
夏
四
月
辛
卯
君
氏
卒

R
隠
公
は
、
（
自
身
）
正
君
の
祠
に
従
う
こ
と
を
し
な
か
っ
た

か
ら
、
そ
の
母
に
も
證
を
備
え
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

闘
秋
武
氏
子
来
求
膊

＠
「
武
氏
子
」
と
は
、
天
子
の
大
夫
の
嗣
で
あ
る
。
（
こ
の
と

き
）
平
王
の
喪
〔
な
き
が
ら
〕
が
殖
に
あ
り
、
（
そ
の
た
め
）

新
王
は
、
未
だ
（
臣
下
に
）
爵
位
を
授
け
る
こ
と
が
出
来
ず
、

（
ま
た
、
政
事
を
）
家
宰
に
ま
か
せ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
偲

未
同
盟
也
凡
諸

告
終
稲
嗣
也
以

に
「
王
が
未
だ
葬
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
」
と
あ
る
の
で
あ
る
。

（
つ
ま
り
、
偲
は
）
経
が
（
「
武
氏
子
」
と
）
父
の
族
を
稲

し
、
ま
た
、
「
使
」
を
稲
し
て
い
な
い
わ
け
を
、
（
同
時
に
）

解
繹
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
な
お
）
魯
は
、
王
の
喪
に
お

く
り
も
の
を
せ
ず
、
む
こ
う
か
ら
求
め
る
よ
う
に
さ
せ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
（
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
）
経
が
、

事
賓
を
あ
り
の
ま
ま
に
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
（
既
に
）
不

敬
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
、
偲
は
、
あ
ら
た
め
て

解
繹
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

詞
注
の
「
経
直
文
以
示
不
敬
」
に
つ
い
て
は
、
序
に
「
四
日

盛
而
不
汗
直
書
其
事
具
文
見
意
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

醐
八
月
庚
辰
宋
公
和
卒

＠
「
卒
」
と
稲
し
て
い
る
の
は
、
外
を
略
記
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
内
〔
魯
〕
と
掘
別
し
た
の
で
あ
る
。
元
年
に
大
夫
（
ど

う
し
）
が
宿
で
盟
っ
て
い
る
か
ら
、
名
に
よ
っ
て
赴
告
し
て

き
た
の
で
あ
る
。
例
は
、
七
年
に
あ
る
。

詞
七
年
の
偲
文
に
「
春
腺
侯
卒
不
書
名

侯
同
盟
於
是
稲
名
故
斃
則
赴
以
名

織
好
息
民
謂
之
證
経
」
と
あ
る
。

(IOI) 
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醤
冬
十
有
二
月
齊
侯
鄭
伯
盟
子
石
門

＠
赴
告
し
て
き
た
か
ら
、
書
い
た
の
で
あ
る
。
「
石
門
」
は
、

齊
地
で
あ
る
。
一
説
に
、
済
北
の
慮
縣
の
故
城
の
西
南
の
済

水
の
門
で
あ
る
。

胴
癸
未
葬
宋
穆
公

R
停
は
な
い
。
魯
が
大
夫
を
會
葬
さ
せ
た
か
ら
、
い
た
の
で

あ
る
。
死
ん
だ
（
ば
か
り
の
）
と
き
に
「
卒
」
と
書
く
の
は
、

史
官
は
、
國
に
い
て
赴
告
を
承
け
る
が
、
君
の
た
め
に
、
赴

告
の
「
斃
」
と
い
う
表
現
を
き
ら
い
、
赴
告
（
の
表
現
）
を

な
お
し
て
書
く
、
か
ら
で
あ
る
。
「
葬
」
を
書
く
場
合
に
、

諮
を
暴
げ
、
「
公
」
と
稲
す
る
の
は
、
會
葬
す
る
者
は
外
に

い
る
た
め
、
あ
ち
ら
の
國
の
表
現
に
よ
る
、
か
ら
で
あ
る
。

「
葬
」
を
書
く
例
は
、
昭
公
六
年
に
あ
る
。

詞
注
の
「
魯
使
大
夫
會
葬
故
書
」
に
つ
い
て
は
、
疏
に
引
く

『
繹
例
』
に
「
書
他
國
之
葬
必
須
魯
會
」
と
あ
る
の
を
参

照。注
の
「
始
死
書
卒
云
云
」
に
つ
い
て
は
、
上
の
注
に
「
稲
卒

者
略
外
以
別
内
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
疏
に
引

く
『
繹
例
』
に
「
内
稲
公
而
書
驀
所
以
自
尊
其
君
則
不

得
不
略
外
諸
侯
書
卒
以
自
異
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
「
書
葬
則
畢
諮
稲
公
者
云
云
」
に
つ
い
て
は
、
疏
に
引

く
『
繹
例
』
に
「
至
於
既
葬
雖
郷
許
子
男
之
君
皆
稲
論

而
言
公
各
順
臣
子
之
辟
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
「
書
葬
例
」
に
つ
い
て
は
、
昭
公
六
年
の
偲
文
に
「
大

夫
如
秦
葬
景
公
薦
也
」
と
あ
る
。

圏
三
年
春
王
三
月
壬
戌
平
王
崩

圏
夏
君
氏
卒
聟
子
也
不
赴
於
諸
侯
不
反
哭
子
寝

子
姑
故
不
日
斃
不
稲
夫
人
故
不
言
葬

R
夫
人
の
喪
祠
は
三
つ
あ
る
。
斃
ず
る
と
、
同
盟
の
國
に
赴
告

す
る
の
が
、
第
一
で
あ
る
。
葬
が
お
わ
っ
て
、
正
午
に
墓
か

ら
も
ど
り
、
正
寝
で
虞
祭
す
る
、
い
わ
ゆ
る
寝
で
の
反
哭
が
、

第
二
で
あ
る
。
卒
哭
し
て
祖
姑
に
祀
祭
す
る
の
が
、
第
三
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
「
夫
人
某
氏
斃
」
「
葬
我
小

君
某
氏
」
と
書
く
。
（
つ
ま
り
）
こ
れ
が
、
薦
を
完
備
し
た

場
合
の
表
現
で
あ
る
。
赴
告
せ
ず
、
桁
祭
し
な
か
っ
た
場
合

は
、
喪
祠
が
不
備
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
、
死
に
「
夫
人

赴
以
庚
戌
故
書
之

不
祀

(102) 
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其
母
猶
為
夫
人

（
某
氏
）
斃
」
と
は
稲
さ
ず
、
葬
に
「
葬
我
小
君
某
氏
」
と

は
言
わ
な
い
。
（
ま
た
）
反
哭
し
た
場
合
は
「
葬
」
を
書
き
、

反
哭
し
な
か
っ
た
場
合
は
「
葬
」
を
書
か
な
い
。
今
こ
こ
で
、

贅
子
の
場
合
は
、
三
つ
の
祠
を
、
い
づ
れ
も
み
な
開
い
た
の

で
あ
る
。
（
な
お
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
）
『
繹
例
』
で

詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

闘
定
公
十
五
年
の
偲
文
に
「
秋
七
月
壬
申
姐
氏
卒
不
稲
夫
人

不
赴
且
不
祀
也
（
中
略
）
葬
定
姐
不
稲
小
君
不
成

喪
也
」
と
あ
り
、
注
に
「
反
哭
於
寝
故
書
葬
」
と
あ
る
の

を
参
照
。
ま
た
、
哀
公
十
二
年
の
偲
文
に
「
死
不
赴
故
不

稲
夫
人
不
反
哭
故
不
言
葬
小
君
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

な
お
、
疏
に
引
く
『
繹
例
』
に
「
夫
人
子
氏
赴
而
不
反
哭

故
不
書
葬
定
姐
則
反
哭
而
不
赴
故
書
葬
而
不
言
小

君
」
と
あ
る
。

圏
不
書
姓
為
公
故
日
君
氏

＠
姓
〔
「
子
」
〕
を
書
い
て
い
な
い
の
は
、
正
夫
人
〔
仲
子
〕

を
憚
っ
て
で
あ
る
。
（
た
だ
し
）
隠
公
は
現
に
君
で
あ
っ
た

か
ら
、
「
君
氏
」
と
稲
し
て
‘
特
別
に
経
に
書
き
‘
普
通
の

妾
勝
と
は
属
別
し
た
の
で
あ
る
。

闘
疏
に
引
く
『
繹
例
』
に
「
凡
妾
子
為
君

雖
先
君
不
命
其
母
母
以
子
貴
其
適
夫
人
斃
則
尊
得
加

於
臣
子
外
内
之
祠
皆
如
夫
人
癸
故
姐
氏
之
喪
責
以

小
君
不
成
成
風
之
喪
王
使
會
葬
偲
日
禰
也
隠
以
譲

桓
振
位
故
不
成
祠
於
贅
子
椴
稲
君
氏
以
別
凡
妾
勝
蓋

是
一
時
之
宜
隠
之
至
義
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

王
子
狐
為
質
於

圏
鄭
武
公
荘
公
為
平
王
卿
士

R
「
卿
士
」
と
は
、
王
の
卿
で
政
治
を
と
り
行
な
う
者
で
あ
る
。

父
と
子
と
が
（
二
代
に
わ
た
っ
て
）
周
の
政
櫂
を
握
っ
て
い

た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

闘
『
太
平
御
覧
』
巻
第
四
百
八
十
に
「
買
達
日
卿
士
也
有

事
者
六
卿
也
」
と
あ
る
。
な
お
、
『
國
語
』
周
語
上
「
榮

公
為
卿
士
」
の
隼
注
に
「
卿
士
孵
之
有
事
者
」
と
あ
る
か

ら
、
『
御
覧
』
の
「
孵
士
也
」
の
「
也
」
は
、
あ
る
い
は
、

「
之
」
の
誤
り
か
も
し
れ
な
い
。

圏
王
戴
子
競

＠
「
琥
」
と
は
、
西
競
公
で
あ
り
、
同
じ
く
王
朝
に
仕
え
て
い

た
。
王
は
、
政
治
を
琥
に
も
分
据
さ
せ
、
こ
れ
以
上
、
鄭
伯

だ
け
に
任
せ
ま
い
、
と
し
た
の
で
あ
る
。

圏
鄭
伯
怨
王
王
曰
無
之
故
周
鄭
交
質
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鄭
鄭
公
子
忽
為
質
於
周

＠
「
王
子
狐
」
は
、
平
王
の
子
で
あ
る
。

圏
王
崩
周
人
将
昇
競
公
政

＠
周
人
は
、
平
王
の
遺
志
を
そ
の
ま
ま
賓
現
さ
せ
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。

圏
四
月
鄭
祭
足
帥
師
取
温
之
褻
秋
又
取
成
周
之
禾

R
（
周
正
の
）
「
四
月
」
は
、
今
〔
夏
正
〕
の
二
月
で
あ
り
、

「
秋
」
は
、
今
の
夏
で
あ
っ
て
、
（
こ
れ
ら
の
時
期
に
は
）

褻
も
禾
も
、
い
づ
れ
も
み
な
、
未
だ
賓
っ
て
い
な
い
は
ず
で

あ
る
。
（
そ
れ
な
の
に
）
「
取
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
（
手

に
い
れ
た
の
で
は
な
く
て
）
お
そ
ら
く
、
な
ぎ
た
お
し
、
ふ

み
に
じ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
温
」
は
、
今
の
河
内
の
温
縣

で
あ
る
。
「
成
周
」
は
、
洛
陽
縣
で
あ
る
。

囮
周
鄭
交
悪

R
互
い
に
に
く
み
合
う
よ
う
に
な
っ
た
。

圏
君
子
日
信
不
由
中
質
無
盆
也
明
恕
而
行
要
之
以
證

雖
無
有
質
誰
能
間
之
荀
有
明
信
澗
硲
沼
祉
之
毛

R
「
硲
」
も
ま
た
、
「
澗
」
〔
た
に
が
わ
〕
で
あ
る
。
「
沼
」

は
、
池
で
あ
る
、
「
祉
」
は
、
小
渚
〔
小
さ
な
洲
〕
で
あ
る
。

「
毛
」
は
、
草
で
あ
る
。

祉
渚
也
」
と
あ

闘
『
詩
』
召
南
〈
采
業
〉
の
毛
偲
に
「
沼
池

る
の
を
参
照
。

圏
頻
酸
藻
藻
之
菜

⑮
「
頻
」
は
、
大
箱
〔
大
き
な
う
き
く
さ
〕
で
あ
る
。
「
酸
」

は
、
幡
嵩
〔
し
ろ
よ
も
ぎ
〕
で
あ
る
。
「
痙
藻
」
は
、
衆
藻

〔
衆
生
す
る
水
藻
〕
で
あ
る
。

闘
『
詩
』
召
南
〈
采
酸
〉
の
毛
偲
に
「
酸
幡
嵩
也
」
と
あ
る

の
を
参
照
。
ま
た
、
同
〈
采
頻
〉
の
毛
偲
に
「
頻
大
苗
也

（
中
略
）
藻
衆
藻
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圏
筐
筈
鋳
釜
之
器

R
方
形
の
を
「
筐
」
と
言
い
、
圃
形
の
を
「
箆
」
と
言
う
。
足

が
な
い
の
を
「
釜
」
と
言
い
、
足
が
あ
る
の
を
「
鋳
」
と
言

う。

闘
『
詩
』
召
南
〈
采
頻
〉
の
毛
偲
に
「
方
日
筐
圃
日
箆
（
中

略
）
有
足
日
鋳
無
足
日
釜
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圏
漢
汗
行
源
之
水

＠
「
横
汗
」
は
、
停
水
〔
た
ま
り
水
〕
で
あ
り
、
「
行
源
」
は
、

流
源
〔
流
れ
る
雨
水
〕
で
あ
る
。

詞
『
詩
』
召
南
〈
采
頻
〉
及
び
大
雅
〈
洞
酌
〉
の
毛
偲
に
「
行

源
流
潔
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
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な
お
、
疏
に
「
服
虔
云
畜
小
水
謂
之
漢

行
源
道
路
之
水
」
と
あ
る
。

圏
可
薦
於
鬼
神
可
羞
於
王
公

R
「
羞
」
は
、
進
〔
す
す
め
る
〕
で
あ
る
。

圏
而
況
君
子
結
二
國
之
信
行
之
以
祠
又
焉
用
質

＠
あ
ち
ら
と
こ
ち
ら
の
情
〔
ま
こ
と
〕
を
盟
約
す
る
場
合
を
、

一
般
論
と
し
て
述
べ
た
か
ら
、
（
「
周
鄭
」
で
は
な
く
て
）

「
二
國
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

圏
風
有
采
繁
采
頻

R
「
采
酷
」
・
「
采
頻
」
は
、
『
詩
』
の
國
風
で
あ
る
。
（
こ

れ
ら
に
つ
い
て
は
）
”
粗
末
な
も
の
で
も
い
と
わ
な
い
“
と

い
う
意
味
を
取
っ
た
の
で
あ
る
。

闘
『
詩
』
召
南
〈
采
頻
〉
の
毛
偲
に
「
頻
藻
薄
物
也
澗
源

至
質
也
筐
箆
鋳
釜
阻
器
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま

た
、
大
雅
〈
洞
酌
〉
の
鄭
箋
に
「
流
源
水
之
薄
者
也
」
と

あ
る
の
を
参
照
。

圏
雅
有
行
葦
洞
酌

R
『
詩
』
の
大
雅
で
あ
る
。
「
行
葦
」
の
篇
に
つ
い
て
は
、
”
忠

厚
“
と
い
う
意
味
を
取
っ
た
の
で
あ
る
。
「
洞
酌
」
の
篇
に

つ
い
て
は
、
”
行
源
で
も
祭
祀
に
供
す
る
こ
と
が
出
来
る
“

水
不
流
謂
之
汗

圃
武
氏
子
来
求
膊

圏
宋
穆
公
疾
召
大
司
馬
孔
父
而
鳳
殉
公
焉

夷
而
立
寡
人

⑮
「
先
君
」
と
は
、
穆
公
の
兄
の
宣
公
で
あ
る
。
「
典
夷
」
は
、

宣
公
の
子
、
つ
ま
り
、
（
孔
父
に
）
託
し
た
と
こ
ろ
の
「
殉

公
」
で
あ
る
。

圏
寡
人
弗
敢
忘
若
以
大
夫
之
霊
得
保
首
領
以
没
先
君
若

問
典
夷
其
将
何
辟
以
封
請
子
奉
之
以
主
社
稜
寡
人

雖
死
亦
無
悔
焉
封
日
露
臣
願
奉
潟
也

R
「
凋
」
は
、
穆
公
の
子
の
荘
公
で
あ
る
。

圏
公
日
不
可
先
君
以
寡
人
為
賢
使
主
社
稜

王
未
葬
也

日

若
棄
徳
不

先
君
舎
典

と
い
う
意
味
を
取
っ
た
の
で
あ
る
。

闘
『
詩
』
大
雅
〈
行
葦
〉
の
序
に
「
行
葦

の
を
参
照
。

圏
昭
忠
信
也

R
忠
信
〔
ま
こ
と
〕
の
行
な
い
さ
え
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
粗
末
な

も
の
で
も
、
用
を
な
す
こ
と
が
出
来
る
、
と
い
う
こ
と
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。

忠
厚
也
」
と
あ
る

(105) 
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譲
是
廠
先
君
之
畢
也
毀
日
能
賢

R
譲
ら
な
け
れ
ば
、
賢
と
は
言
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

圃
光
昭
先
君
之
令
徳
可
不
務
乎
吾
子
其
無
廠
先
君
之
功

＠
先
君
は
、
賢
者
〔
私
〕
を
引
き
立
て
た
こ
と
を
功
と
し
て

（
誇
っ
て
）
お
ら
れ
た
の
に
、
私
が
も
し
賢
で
な
け
れ
ば
、

そ
れ
を
無
に
す
る
こ
と
に
な
る
。

圏
使
公
子
凋
出
居
於
鄭

R
殖
公
を
憚
っ
た
の
で
あ
る
。

圏
八
月
庚
辰
宋
穆
公
卒
瘍
公
即
位
君
子
日
宋
宣
公
可
謂

知
人
癸
立
穆
公
其
子
饗
之
命
以
義
夫

R
命
が
義
か
ら
出
た
の
で
あ
る
。
「
夫
」
は
、
語
助
〔
虚
詞
〕

で
あ
る
。

圏
商
頌
日
殷
受
命
咸
宜
百
藤
是
荷
其
是
之
謂
乎

＠
『
詩
』
の
頌
で
あ
る
。
殷
の
湯
と
武
丁
の
受
命
は
、
い
づ
れ

も
み
な
、
義
に
よ
る
〔
義
か
ら
出
た
〕
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、

天
の
多
く
の
禰
藤
を
に
な
え
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
（
こ
こ
の
場
合
も
）
義
に
し
た
が
っ
て
行
動
し

て
い
れ
ば
、
瘍
公
は
、
こ
の
よ
う
な
命
を
受
け
、
こ
の
よ
う

な
禰
祗
を
に
な
え
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
公
子
凋
が
、
父
〔
穆

公
〕
の
義
に
し
た
が
わ
ず
、
い
か
っ
て
出
奔
し
、
鄭
に
た
よ

っ
て
も
ど
ろ
う
と
し
、
結
局
、
咸
宜
〔
み
な
義
で
あ
る
場
合
〕

の
禰
藤
を
そ
こ
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
だ
か
ら
、
「
人
を
見
る

目
が
あ
る
」
と
い
う
評
語
は
、
宣
公
だ
け
に
あ
て
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
殷
の
禰
で
は
、
兄
弟
間
で
も
相
績
し
、
子
や

孫
に
偲
え
る
と
は
限
ら
な
い
。
宋
は
そ
の
後
裔
で
あ
る
か
ら
、

「
商
頌
」
を
引
き
合
い
に
出
し
た
の
で
あ
る
。

圏
冬
齊
鄭
盟
子
石
門
尋
慮
之
盟
也

⑮
慮
の
盟
は
、
《
春
秋
》
の
前
に
あ
っ
た
。
「
塵
」
は
、
齊
地

で
あ
り
、
今
の
済
北
の
慮
縣
の
故
城
で
あ
る
。

圏
庚
戌
鄭
伯
之
車
債
子
済

＠
盟
っ
た
後
で
、
大
風
に
遇
っ
た
。
（
つ
ま
り
）
停
は
、
異
愛

を
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
十
二
月
に
庚
戌
（
の
日
）
は
な

い
。
日
（
の
方
）
が
誤
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

詞
疏
に
「
長
歴
推
此
年
十
二
月
甲
子
朔
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
衛
荘
公
要
子
齊
東
宮
得
臣
之
妹
日
荘
姜

R
「
得
臣
」
は
、
齊
の
太
子
で
あ
る
。
太
子
は
、
上
位
に
つ
く

こ
と
は
な
い
か
ら
、
い
つ
も
東
宮
に
い
る
の
で
あ
る
。

闘
『
詩
』
衛
風
〈
碩
人
〉
の
疏
に
「
服
虔
云
得
臣
齊
太
子
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石
硝
諌
日

名
居
東
宮
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

な
お
、
注
の
「
此
」
は
、
投
勘
記
に
従
っ
て
、
術
文
と
み
な

す。

圃
美
而
無
子
衛
人
所
為
賦
碩
人
也

R
「
碩
人
」
は
、
『
詩
』
で
あ
る
。
”
荘
姜
は
、
美
人
で
あ
る
う

え
に
賢
で
あ
っ
た
の
に
、
む
く
い
ら
れ
ず
、
結
局
、
子
が
出

来
な
か
っ
た
の
で
、
國
人
が
彼
女
の
こ
と
を
あ
わ
れ
ん
だ
“

と
い
う
意
味
を
取
っ
た
の
で
あ
る
。

闘
『
詩
』
衛
風
〈
碩
人
〉
の
序
に
「
碩
人
閲
荘
姜
也
荘
公

惑
於
嬰
妾
使
醗
上
僭
荘
姜
賢
而
不
苔
終
以
無
子
國

人
閲
而
憂
之
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

囮
又
要
子
陳
日
属
姻
生
孝
伯
早
死

⑮
「
陳
」
は
、
今
の
陳
國
の
陳
縣
で
あ
る
。

圏
其
姉
戴
婚
生
桓
公
荘
姜
以
為
己
子

R
「
姻
」
は
、
陳
の
姓
で
あ
る
。
「
属
」
・
「
戴
」
は
、
い
づ

れ
も
み
な
、
諮
で
あ
る
。
荘
姜
の
子
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
、

太
子
の
位
は
未
だ
決
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。

園
公
子
州
旺
嬰
人
之
子
也

R
「
嬰
」
は
、
親
幸
〔
寵
愛
〕
で
あ
る
。

圃
有
寵
而
好
兵
公
弗
禁
荘
姜
悪
之

臣
聞
愛

子
教
之
以
義
方

R
「
石
硝
」
は
、
衛
の
大
夫
で
あ
る
。

闘
『
史
記
』
衛
世
家
の
〈
集
解
〉
に
「
買
逹
日

卿
」
と
あ
る
。

圏
弗
納
於
邪
職
奢
淫
決
所
自
邪
也
四
者
之
来
寵
祗
過

也
将
立
州
旺
乃
定
之
癸
若
猶
未
也
階
之
為
禍

R
太
子
に
立
て
る
つ
も
り
な
ら
、
早
く
決
め
る
べ
き
で
あ
っ
て
、

も
し
、
早
く
決
め
な
け
れ
ば
、
州
旺
は
、
必
ず
寵
に
た
よ
っ

て
、
禍
い
を
ひ
き
お
こ
す
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

闘
疏
に
「
服
虔
云
言
此
四
者
過
従
邪
起
」
と
あ
る
〔
俺
文

の
意
味
は
、
賓
は
逆
で
あ
ろ
う
が
〕
。

圏
夫
寵
而
不
蒻
騎
而
能
降
降
而
不
憾
憾
而
能
珍
者
鮮

癸
⑮
こ
の
よ
う
な
者
は
少
な
い
。
（
普
通
は
）
地
位
を
お
と
せ
ば
、

必
ず
恨
み
、
恨
め
ば
、
心
が
風
れ
て
、
自
分
を
抑
え
ら
れ
な

く
な
る
。

詞
昭
公
元
年
の
注
に
「
鮮
少
也
」
と
あ
り
、
宣
公
二
年
の
注

に
「
憾
恨
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
『
爾
雅
』
繹

言
に
「
珍
重
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圏
且
夫
賤
妨
貴
少
陵
長
遠
間
親
新
間
普

小
加
大

石
硝

衛
上
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R
(
「
小
加
大
」
と
は
）
小
國
で
あ
り
な
が
ら
、
大
國
に
攻
撃

を
し
か
け
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
息
侯
が
鄭
を
伐
っ

た
」
〔
十
一
年
偲
文
〕
よ
う
な
類
で
あ
る
。

圃
淫
破
義
所
謂
六
逆
也
君
義
臣
行
父
慈
子
孝
兄
愛
弟

敬
所
謂
六
順
也

R
(
「
君
義
臣
行
」
と
は
）
臣
が
君
の
義
を
行
う
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

圃
去
順
奴
逆
所
以
速
禍
也
君
人
者
持
禍
是
務
去
而
速

之
無
乃
不
可
乎
弗
聴
其
子
厚
典
州
旺
滸
禁
之
不

可

桓

公

立

乃

老

R
「
老
」
は
、
致
仕
〔
引
退
〕
で
あ
る
。
四
年
の
経
に
「
州
旺

が
そ
の
君
を
試
し
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、
偲
は
、
経

に
先
ん
じ
て
事
件
（
の
毅
述
）
を
始
め
た
の
で
あ
る
。

闘
序
に
「
左
丘
明
受
経
於
仲
尼
以
為
経
者
不
刊
之
書
也
故

停
或
先
経
以
始
事
或
後
経
以
終
義
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

〔
饂
公
四
年
〕

囲
四
年
春
王
二
月
i

呂
人
伐
杞
取
牟
婁

R
停
は
な
い
。
「
取
」
と
書
い
て
い
る
の
は
、
容
易
だ
っ
た
こ

と
を
言
わ
ん
と
し
て
で
あ
る
。
例
は
、
衷
公
十
三
年
に
あ
る
。

「
杞
」
國
は
、
は
じ
め
、
陳
留
の
薙
丘
縣
に
都
し
た
。
事
跡

を
た
ず
ね
て
み
る
と
、
桓
公
六
年
に
、
淳
子
公
が
國
を
失
っ

た
と
き
、
杞
は
、
こ
れ
を
併
合
し
て
、
都
を
淳
子
に
遷
し
た

よ
う
で
あ
る
。
儘
公
十
四
年
に
は
、
さ
ら
に
縁
陵
に
遷
っ
た
。

（
そ
し
て
）
襄
公
二
十
九
年
に
、
晉
人
が
杞
の
淳
子
に
城
い

た
と
き
、
杞
は
、
ま
た
都
を
淳
子
に
遷
し
た
の
で
あ
る
。
「
牟

婁
」
は
、
杞
の
邑
で
あ
る
。
城
陽
の
諸
縣
の
東
北
部
に
婁
郷

が
あ
る
。

闘
注
の
「
例
在
襄
士
二
年
」
に
つ
い
て
は
、
嚢
公
士
二
年
の
偲

文
に
「
凡
書
取
言
易
也
」
と
あ
る
。

注
の
「
推
尋
事
跡
云
云
」
に
つ
い
て
は
、
桓
公
五
年
の
偲
文

に
「
冬
淳
子
公
如
曹
度
其
國
危
遂
不
復
」
と
あ
り
、
同

六
年
の
偲
文
に
「
春
自
曹
来
朝
書
日
痙
来
不
復
其
國
也
」

と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
儘
公
十
四
年
の
偲
文
に
「
春
諸

侯
城
縁
陵
而
遷
杞
焉
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
簑
公
二

十
九
年
に
「
仲
孫
褐
會
晉
荀
盈
齊
高
止
宋
華
定
衛
世
叔
儀
鄭

公
孫
段
曹
人
吾
人
膝
人
酵
人
小
郷
人
城
杞
」
と
あ
り
、
昭
公

元
年
の
偲
文
に
「
城
淳
子
」
と
あ
り
、
注
に
「
襄
二
十
九
年

城
杞
之
淳
子
杞
遷
都
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
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二
月
癸
亥

固
戊
申
衛
州
旺
試
其
君
完

＠
臣
を
稲
し
て
君
を
試
し
て
い
る
の
は
、
臣
の
方
に
罪
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
例
は
、
宣
公
四
年
に
あ
る
。
「
戊
申
」
は
、

三
月
十
七
日
で
あ
る
。
（
つ
ま
り
、
こ
の
記
事
は
）
日
が
あ

っ
て
月
が
な
い
の
で
あ
る
〔
史
官
の
闊
文
で
あ
っ
て
、
上
の

「
二
月
」
を
う
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
〕
。

闘
注
の
前
半
に
つ
い
て
は
、
宣
公
四
年
の
停
文
に
「
凡
試
君

稲
君
君
無
道
也
稲
臣
臣
之
罪
也
」
と
あ
り
‘
注
に
「
稲

君
謂
唯
書
君
名
而
稲
國
以
試
言
衆
所
共
絶
也
稲
臣
者

謂
書
試
者
之
名
以
示
来
世
終
為
不
義
」
と
あ
る
。

な
お
、
疏
に
引
く
『
繹
例
』
に
「
州
旺
無
知
不
稲
公
子
公
孫

買
氏
以
為
試
君
取
國
故
以
國
言
之
案
公
子
商
人
亦

試
君
取
國
而
獨
稲
公
子
（
中
略
）
推
尋
経
文
自
荘
公
以

上
諸
試
君
者
皆
不
書
氏
閲
公
以
下
皆
書
氏
亦
足

明
時
史
之
異
同
非
仲
尼
所
皆
刊
也
」
と
あ
る
。

注
の
後
半
に
つ
い
て
は
、
疏
に
「
長
歴
推
此
年

朔
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

醐
夏
公
及
宋
公
遇
子
清

＠
「
遇
」
と
は
、
倉
卒
の
會
合
で
あ
っ
て
、
二
國
が
そ
れ
ぞ
れ

儀
證
を
簡
略
に
し
、
道
路
で
た
ま
た
ま
出
遇
っ
た
か
の
よ
う

に
し
た
の
で
あ
る
。
「
清
」
は
、
衛
の
邑
で
あ
る
。
清
北
の

東
阿
縣
に
清
亭
が
あ
る
。

闘
疏
に
引
く
『
繹
例
』
に
「
遇
者

遇
者
耳
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

な
お
、
疏
に
「
劉
買
以
遇
者

闘
宋
公
陳
侯
察
人
衛
人
伐
鄭

若
道
路
相
逢

用
冬
遇
之
祠
」
と
あ
る
。

醤
秋
輩
帥
師
會
宋
公
陳
侯
禁
人
衛
人
伐
鄭

＠
公
子
蟹
は
、
魯
の
大
夫
で
あ
る
。
「
公
子
」
と
稲
し
て
い
な

い
の
は
、
彼
が
君
に
不
義
を
む
り
強
い
し
た
こ
と
を
に
く
ん

で
で
あ
る
。
諸
外
國
の
大
夫
を
貶
す
る
場
合
に
は
、
い
づ
れ

も
み
な
、
「
人
」
と
稲
し
て
い
る
、
の
に
封
し
て
、
内
〔
魯
〕

の
大
夫
を
貶
す
る
場
合
に
は
、
い
づ
れ
も
み
な
、
族
を
と
り

去
っ
て
名
を
稲
し
て
い
る
、
の
は
、
記
事
の
慨
と
し
て
、
他

國
に
は
「
某
人
」
と
言
え
る
が
、
自
國
の
卿
佐
に
は
「
魯
人
」

と
言
え
な
い
か
ら
、
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
輩
〔
こ
こ
〕

と
溺
〔
荘
公
三
年
〕
と
に
つ
い
て
、
族
を
と
り
去
っ
て
、
偲

に
「
に
く
ん
で
で
あ
る
」
と
あ
り
、
叔
孫
豹
〔
嚢
公
二
十
七

倉
卒
簡
儀
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年
〕
に
つ
い
て
、
（
族
を
と
り
去
っ
て
、
停
に
）
「
命
に
違

反
し
た
こ
と
を
言
わ
ん
と
し
て
で
あ
る
」
と
あ
る
の
が
、
そ

の
例
で
あ
る
。

闘
注
の
「
魯
之
卿
佐
」
の
「
魯
」
は
、
投
勘
記
に
従
っ
て
、
「
國
」

に
改
め
る
。

囲
九
月
衛
人
殺
州
旺
子
猥

＠
州
旺
は
、
君
を
試
し
て
立
っ
た
が
、
未
だ
（
諸
侯
の
）
會
に

列
席
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
「
君
」
と
稲
し
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
例
は
、
成
公
十
六
年
に
あ
る
。
「
猥
」
は
、
陳
地

で
、
川
の
名
で
あ
る
。

闘
注
の
「
例
在
成
十
六
年
」
に
つ
い
て
は
、
成
公
十
六
年
の
偲

文
に
「
曹
人
請
子
晉
日
（
中
略
）
若
有
罪
則
君
列
諸
會
芙
」

と
あ
り
、
注
に
「
諸
侯
雖
有
纂
試
之
罪
侯
伯
已
典
之
會

則
不
復
討
前
年
會
子
戚
曹
伯
在
列
盟
畢
乃
執
之
故

曹
人
以
為
無
罪
」
と
あ
る
。
な
お
、
宣
公
元
年
の
偲
文
に
「
會

子
平
州
以
定
公
位
」
と
あ
り
、
注
に
「
纂
立
者
諸
侯
既

典
之
會
則
不
得
復
討
臣
子
殺
之
典
試
君
同
故
公
典

齊
會
而
位
定
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
「
横
陳
地
」
に
つ
い
て
は
、
『
史
記
』
衛
世
家
の
〈
集

圏
宋
殉
公
之
即
位
也
公
子
凋
出
奔
鄭
鄭
人
欲
納
之
及
衛

州
旺
立
将
脩
先
君
之
怨
於
鄭

解
〉
に
「
服
虔
日
（
中
略
）
濃
陳
地
」
と
あ
り
、
同
〈
索

隠
〉
に
「
買
逼
日
濃
陳
地
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圏
冬
十
有
二
月
衛
人
立
晉

R
衛
人
は
公
子
晉
を
迎
え
て
立
て
た
の
で
あ
る
が
、
晉
が
衆
人

の
支
持
を
得
た
こ
と
を
善
と
す
る
か
ら
、
「
衛
に
入
っ
た
」

と
は
書
か
ず
、
表
現
を
愛
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
義
を
示
し

た
の
で
あ
る
。
例
は
、
成
公
十
八
年
に
あ
る
。

闘
成
公
十
八
年
の
側
文
に
「
凡
去
其
國
國
逆
而
立
之

と
あ
る
。

圃
四
年
春
衛
州
旺
試
桓
公
而
立

圏
公
典
宋
公
為
會
膝
尋
宿
之
盟

夏
公
及
宋
公
遇
子
清

＠
宿
の
盟
は
、
元
年
に
あ
る
。

闘
元
年
に
「
九
月
及
宋
人
盟
子
宿
」
と
あ
る
。

未
及
期

衛
人
来
告
風 日

入
」
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＠
二
年
に
「
鄭
人
が
衛
を
伐
っ
た
」
こ
と
に
酎
す
る
怨
み
を
い

う。

詞
『
詩
』
那
風
〈
繋
鼓
〉
の
序
疏
に
「
先
君
之
怨
服
杜
皆
云

隠
二
年
鄭
人
伐
衛
是
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
〔
魯
の
隠

公
二
年
は
、
衛
の
桓
公
の
時
に
あ
た
る
〕
。
た
だ
し
、
こ
こ

の
疏
に
は
「
服
虔
以
先
君
為
荘
公
」
と
あ
る
。

圏
而
求
寵
於
諸
侯
以
和
其
民

＠
諸
々
の
纂
立
者
は
、
諸
侯
が
こ
れ
と
會
し
て
し
ま
え
ば
、
も

は
や
討
つ
こ
と
が
出
来
な
い
〔
正
式
な
君
と
し
て
認
め
ら
れ

る
〕
。
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
寵
〔
支
持
、
つ
ま
り
、
會
し

て
も
ら
う
こ
と
〕
を
求
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

圏
使
告
於
宋
日
君
若
伐
鄭
以
除
君
害

＠
「
害
」
と
は
、
宋
の
公
子
凋
の
こ
と
を
い
う
。

問
『
詩
』
那
風
〈
繋
鼓
〉
の
序
疏
に
「
言
以
除
君
害
者
服
虔

云
公
子
潟
将
為
君
之
害
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
君
為
主
散
邑
以
賦
典
陳
禁
従
則
衛
國
之
願
也

＠
國
の
賦
調
〔
と
り
た
て
た
財
物
〕
を
（
こ
と
ご
と
く
）
ひ
っ

さ
げ
て
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

闘
異
説
と
し
て
、
『
詩
』
祁
風
〈
撃
鼓
〉
の
序
疏
に
「
言
以
賦

典
陳
禁
従
者
服
虔
云
賦
兵
也
以
田
賦
出
兵
故
謂

之
賦
」
と
あ
る
。

圏
宋
人
許
之
於
是
陳
禁
方
睦
於
衛

R
「
禁
」
は
、
今
の
汝
南
の
上
禁
縣
で
あ
る
。

圃
故
宋
公
陳
侯
禁
人
衛
人
伐
鄭
園
其
東
門
五
日
而
還

問
於
衆
仲
日
衛
州
旺
其
成
乎

＠
「
衆
仲
」
は
、
魯
の
大
夫
で
あ
る
。

闘
『
詩
』
那
風
〈
繋
鼓
〉
の
序
説
に
「
春
秋
之
例
首
兵
者
為

主
今
伐
鄭
之
謀
州
旺
為
首
所
以
衛
人
跛
於
陳
察
之
下

者
服
虔
云
衛
使
宋
為
主
使
大
夫
将
故
跛
衛
於
陳
禁

下
」
と
あ
る
。

囮
酎
日
臣
聞
以
徳
和
民
不
聞
以
風

＠
「
風
」
と
は
、
（
下
の
）
「
武
力
を
た
の
み
、
む
ご
い
こ
と

も
平
氣
で
す
る
」
こ
と
を
い
う
。

圏
以
風
猶
治
絲
而
雰
之
也

R
絲
を
縫
れ
さ
せ
れ
ば
、
ま
す
ま
す
風
れ
る
こ
と
に
な
る
。

囮
夫
州
旺
阻
兵
而
安
忍
阻
兵
無
衆
安
忍
無
親
衆
叛
親
離

難
以
済
癸

R
武
力
を
た
の
め
ば
、
民
が
そ
こ
な
わ
れ
、
民
が
そ
こ
な
わ
れ

れ
ば
、
衆
人
が
叛
く
。
む
ご
い
こ
と
も
平
氣
で
す
れ
ば
、
刑

罰
が
度
を
過
し
、
刑
罰
が
度
を
過
せ
ば
、
親
近
者
も
離
れ
る
。 公
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闘
『
文
選
』
〈
西
征
賦
〉
の
注
に
「
杜
喪
左
氏
偲
注
日
阻

侍
也
」
と
あ
り
、
同
〈
辮
亡
論
〉
の
注
に
「
又
衆
仲
日
夫

州
旺
阻
兵
而
安
忍
杜
豫
日
阻
侍
也
」
と
あ
る
の
を
参

照。

圃
夫
兵
猶
火
也
弗
賎
将
自
焚
也
夫
州
旺
試
其
君
而
虐

用
其
民
於
是
乎
不
務
令
徳
而
欲
以
風
成
必
不
免
芙

圏
秋
諸
侯
復
伐
鄭
宋
公
使
来
乞
師

＠
師
を
乞
う
た
こ
と
が
（
経
に
）
書
か
れ
て
い
な
い
の
は
、
孵

で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

圏
公
辟
之

R
衆
仲
の
意
見
に
従
っ
た
の
で
あ
る
。

圃
羽
父
請
以
師
會
之

R
「
羽
父
」
と
は
、
公
子
輩
の
こ
と
で
あ
る
。

圃
公
弗
許
固
請
而
行
故
書
日
聾
帥
師
疾
之
也
諸
侯
之

師
敗
鄭
徒
兵
取
其
禾
而
還

R
(
「
徒
兵
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
）
こ
の
時
、
鄭
は
車
戦
し

な
か
っ
た
、
か
ら
で
あ
る
。

圏
州
旺
未
能
和
其
民

厚
問
定
君
於
石
子

＠
「
石
子
」
と
は
、
石
硝
の
こ
と
で
あ
る
。
州
旺
（
の
地
位
）

が
安
定
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
自
分
の
父
に
相
談
し

た
の
で
あ
る
。

圃
石
子
日
王
観
為
可
日
何
以
得
競
日
陳
桓
公
方
有

寵
於
王
陳
術
方
睦
若
朝
陳
使
請
必
可
得
也
厚
従
州

旺
如
陳
石
硝
使
告
子
陳
日
衛
國
楯
小
老
夫
竃
芙
無

能
為
也
此
二
人
者
賓
試
寡
君
敢
即
圃
之

⑮
八
十
を
「
亀
」
と
い
う
。
國
は
小
さ
く
、
自
分
は
老
い
ぼ
れ

て
い
る
、
と
稲
し
て
、
へ
り
く
だ
っ
て
陳
に
ま
か
せ
、
二
人

の
陳
行
き
（
の
機
會
）
を
利
用
し
て
、
む
こ
う
で
彼
ら
を
慮

分
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

圏
陳
人
執
之
而
請
泄
子
衛

＠
衛
人
が
自
分
達
で
出
向
い
て
彼
ら
を
討
つ
よ
う
、
求
め
た
の

で
あ
る
。

闘
儘
公
三
年
の
注
に
「
泄
臨
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圏
九
月
衛
人
使
右
宰
醜
泄
殺
州
旺
子
濃
石
硝
使
其
宰
猿
羊
肩

泄
殺
石
厚
子
陳
君
子
日
石
硝
純
臣
也
悪
州
旺
而
厚

典
焉
大
義
滅
親
其
是
之
謂
乎

R
子
が
君
を
試
し
た
賊
に
従
う
の
は
、
國
の
大
逆
で
あ
る
た
め
、

除
か
な
い
わ
け
に
ゆ
か
な
い
か
ら
、
「
大
義
、
親
を
滅
す
」
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邪
周
公
之

と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
小
義
な
ら
ば
、
も
ち
ろ
ん
、

子
へ
の
愛
情
〔
親
〕
と
雨
立
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。

糊
『
史
記
』
衛
世
家
の
〈
集
解
〉
に
「
服
虔
日
右
宰
醜

大
夫
」
と
あ
る
。

な
お
、
注
の
「
常
」
は
、
投
勘
記
に
従
っ
て
、

め
る
。

圏
衛
人
逆
公
子
晉
子
邪
冬
十
二
月
宣
公
即
位

R
(
「
宣
公
」
と
は
）
公
子
晉
の
こ
と
で
あ
る
。

帥
『
史
記
』
衛
世
家
の
〈
集
解
〉
に
「
買
逹
日

胤
姫
姓
國
」
と
あ
る
。

圏
書
日
衛
人
立
晉
衆
也

〔
隠
公
五
年
〕

國
五
年
春
公
矢
魚
子
棠

R
「
魚
を
つ
ら
ね
た
」
と
書
い
て
い
る
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

非
證
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
「
棠
（
で
）
」
と

書
い
て
い
る
の
は
、
遠
い
土
地
で
あ
る
こ
と
を
誤
っ
た
の
で

あ
る
。
今
、
高
平
の
方
典
縣
の
北
部
に
武
唐
亭
が
あ
る
。
魯

侯
の
観
魚
嘉
で
あ
る
。

「
嘗
」
に
改 衛

問
下
の
博
文
に
「
書
日
公
矢
魚
子
棠
非
證
也

也
」
と
あ
り
、
注
に
「
矢
亦
陳
也
棠
賓
他
寛

と
あ
る
の
を
参
照
。

胴
夏
四
月
葬
衛
桓
公

醤
秋
衛
師
入
邸

R
将
が
卑
＜
師
が
多
い
場
合
は
、
た
だ
「
師
」
と
稲
す
る
。
こ

れ
が
史
官
の
常
〔
き
ま
り
〕
で
あ
る
。

輝
一
年
の
経
「
夏
五
月
i

呂
人
入
向
」
の
注
に
「
将
卑
師
少
稲

人
」
と
あ
る
の
を
参
照
〔
な
お
、
そ
こ
の
開
も
参
照
〕
。

囲
九
月
考
仲
子
之
宮
初
獣
六
羽

＠
仲
子
の
宮
を
成
し
、
そ
の
主
を
安
置
し
て
祭
っ
た
の
で
あ
る
。

恵
公
は
、
仲
子
の
掌
の
紋
様
に
よ
っ
て
彼
女
を
要
り
、
夫
人

に
し
た
い
と
思
っ
た
が
、
諸
侯
に
二
人
の
嫡
夫
人
は
許
さ
れ

な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
隠
公
は
、
父
の
遺
志
を
と
げ
よ
う

と
し
て
、
仲
子
の
た
め
に
別
に
宮
を
立
て
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
公
が
羽
（
を
持
つ
人
）
の
数
を
た
ず
ね
た
」
〔
下
の
偲
文
〕

か
ら
、
（
「
俯
」
で
は
な
く
て
）
「
羽
」
と
書
い
て
い
る
の

且
言
遠
地

故
日
遠
地
」
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醤
郷
人
鄭
人
伐
宋

R
郷
は
、
兵
に
主
と
な
っ
た
か
ら
、
鄭
の
上
に
お
か
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

詞
公
羊
経
の
何
注
に
「
郷
婁
小
國

る
の
を
参
照
。

醐
娯
R
停
は
な
い
。
（
「
娯
」
は
）
苗
の
心
を
食
う
晶
で
あ
る
。
災

害
を
も
た
ら
し
た
か
ら
、
書
い
た
の
で
あ
る
。

序
上
者

で
あ
る
。
婦
人
に
は
論
が
な
い
か
ら
、
姓
〔
「
子
」
〕
を
そ

の
ま
ま
宮
の
名
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

闘
注
の
「
安
其
主
而
祭
之
」
は
、
す
ぐ
上
の
「
成
仲
子
宮
」
を

説
明
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
「
成
仲
子
宮
」
と
は
別

の
こ
と
な
の
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
も
し
前
者
な
ら
ば
、

公
羊
停
文
に
「
考
宮
者
何
考
猶
入
室
也
始
祭
仲
子
也
」

と
あ
る
の
を
参
照
。
も
し
後
者
な
ら
ば
、
疏
に
「
服
虔
云

宮
廟
初
成
祭
之
名
為
考
将
納
仲
子
之
主
故
考
成

以
致
其
五
祀
之
神
以
堅
之
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、
『
爾

雅
』
繹
詰
に
「
考
成
也
」
と
あ
る
。

主
會
也
」
と
あ

醤
宋
人
伐
鄭
園
長
葛

R
穎
川
の
長
社
縣
の
北
部
に
長
葛
城
が
あ
る
。

闘
『
爾
雅
』
繹
晶
に
「
食
苗
心
娯
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま

た
、
荘
公
二
十
九
年
の
停
文
に
「
凡
物
不
為
災
不
書
」

と
あ
る
の
を
参
照
。

醤
冬
十
有
二
月
辛
巳
公
子
張
卒

R
大
夫
に
は
、
「
卒
」
は
書
く
が
、
「
葬
」
は
書
か
な
い
。
（
大

夫
の
）
葬
は
、
臣
子
の
（
私
）
事
で
あ
っ
て
、
公
家
が
闊
典

す
べ
き
も
の
で
は
な
い
、
か
ら
で
あ
る
。

戚
億
伯
諫
日

囮
五
年
春
公
将
如
棠
観
魚
者

大
事

＠
「
戚
儘
伯
」
と
は
、
公
子
張
の
こ
と
で
あ
る
。
「
儘
」
は
、

諮
で
あ
る
。
「
大
事
」
と
は
、
祭
祀
と
戦
争
で
あ
る
。

詞
成
公
士
二
年
の
偲
文
に
「
國
之
大
事
在
祀
典
戎
」
と
あ
る

の
を
参
照
。

圏
其
材
不
足
以
備
器
用
則
君
不
畢
焉

®
「
材
」
と
は
、
（
下
の
停
文
の
）
皮
革
•
歯
牙
・
骨
角
・
毛

凡
物
不
足
以
講
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羽
を
い
う
。
「
器
用
」
と
は
、
軍
事
〔
戦
畢
〕
と
國
事
〔
祭

祀
〕
の
器
で
あ
る
。

圏
君
将
納
民
於
軌
物
者
也
故
講
事
以
度
軌
量
謂
之
軌
取
材

以
章
物
采
謂
之
物
不
軌
不
物
謂
之
風
政
風
政
函
行
所

以

敗

也

＇

R
器
用
・
衆
物
が
法
度
に
合
致
し
な
け
れ
ば
〔
兵
器
と
祭
器
の

製
作
に
使
わ
な
い
材
や
、
祭
祀
と
戦
争
の
演
習
に
役
立
た
な

い
物
に
、
か
か
わ
れ
ば
〕
、
「
不
軌
」
・
「
不
物
」
で
あ
り
、

風
亡
の
原
因
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

圏
故
春
蒐
夏
苗
秋
猫
冬
狩

R
「
蒐
」
は
、
索
〔
え
ら
ぶ
〕
で
あ
る
。
学
ん
で
い
な
い
者
を

え
ら
び
取
る
の
で
あ
る
。
「
苗
」
は
‘
苗
の
た
め
に
害
を
除

く
の
で
あ
る
。
「
猜
」
は
、
殺
で
あ
る
。
殺
を
名
稲
に
し
て

い
る
の
は
、
秋
氣
に
順
っ
た
の
で
あ
る
。
「
狩
」
は
、
園
守

〔
圃
ん
で
逃
さ
な
い
〕
で
あ
る
。
冬
は
物
が
こ
と
ご
と
く
成

熟
す
る
か
ら
、
獲
れ
ば
（
み
な
）
取
り
こ
み
、
選
揮
は
し
な

い
の
で
あ
る
。

闘
『
周
禰
』
大
司
馬
の
鄭
注
に
「
春
田
為
蒐
」
「
夏
田
為
苗

揮
取
不
学
任
者
若
治
苗
去
不
秀
寅
者
」
「
秋
田
為
猜
猜

殺
也
」
「
冬
田
為
狩
言
守
取
之
無
所
揮
也
」
と
あ
る

の
を
参
照
。
ま
た
、
疏
に
引
く
『
白
虎
通
義
』
に
「
王
者
諸

侯
所
以
田
猥
何
為
日
除
害
上
以
共
宗
廟
下
以
簡
集
士

衆
也
春
謂
之
田
何
春
歳
之
本
畢
本
名
而
言
之
也

夏
謂
之
苗
何
揮
去
懐
任
者
也
秋
謂
之
蒐
何
蒐
索
肥
者

也
冬
謂
之
狩
何
守
地
而
取
之
也
四
時
之
田
抱
名
為

田
何
為
田
除
害
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、
『
春
秋

繁
露
』
陰
陽
義
に
「
秋
怒
氣
也
故
殺
」
と
あ
り
、
同
四

時
之
副
に
「
秋
清
以
殺
」
と
あ
る
の
も
参
照
。

圏
皆
於
農
隙
以
講
事
也

R
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
季
節
の
仕
事
の
あ
い
ま
に
行
な
う
の
で
あ

る。

圏
三
年
而
治
兵
入
而
振
旅

＠
（
毎
年
）
四
時
に
武
事
を
演
習
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
上
さ

ら
に
、
三
年
に
一
度
、
大
演
習
を
行
な
う
。
出
る
と
き
の
を

「
治
兵
」
と
い
う
。
始
め
て
そ
の
事
を
治
め
る
の
で
あ
る
。

入
る
と
き
の
を
「
振
旅
」
と
い
う
。
治
兵
の
證
が
お
わ
っ
た

後
‘
衆
を
整
え
で
か
え
る
の
で
あ
る
。
「
振
」
は
整
で
あ
り
、

「
旅
」
は
衆
で
あ
る
。

詞
荘
公
八
年
の
公
羊
偲
文
に
「
出
日
祠
兵
入
日
振
旅
其
證

一
也
皆
習
戦
也
」
と
あ
り
、
同
年
の
穀
梁
偲
文
に
「
出
日
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治
兵
習
戦
也
入
日
振
旅

圏
蹄
而
飲
至
以
数
軍
賓

＠
廟
で
飲
し
て
、
車
徒
・
器
械
〔
武
具
〕
及
び
獲
物
を
数
え
る

の
で
あ
る
。

圃
昭
文
章

R
(
「
文
章
」
と
は
）
車
服
・
施
旗
で
あ
る
。

闘
『
周
薦
』
大
司
馬
に
「
中
秋
教
治
兵
如
振
旅
之
陳
辮
旗

物
之
用
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、
疏
に
「
服
虔
解
此

亦
引
司
馬
職
文
」
と
あ
る
。

圏
明
貴
賤
辮
等
列

R
「
等
列
」
と
は
、
行
伍
〔
隊
列
〕
で
あ
る
。

圏
順
少
長

R
出
る
と
き
は
、
少
牡
者
が
前
に
お
り
、
か
え
る
と
き
は
、
後

に
い
る
の
が
、
所
謂
「
順
」
で
あ
る
。

問
荘
公
八
年
の
何
注
に
「
祠
兵
牡
者
在
前
難
在
前
振
旅

牡
者
在
後
復
長
幼
且
衛
後
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圏
習
威
儀
也
鳥
獣
之
肉
不
登
於
俎

R
「
俎
」
は
、
宗
廟
を
祭
る
た
め
の
器
で
あ
る
。

圏
皮
革
歯
牙
骨
角
毛
羽
不
登
於
器

R
こ
れ
ら
の
材
を
使
っ
て
法
度
の
器
〔
兵
器
と
祭
器
〕
を
か
ざ

習
戦
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

る
〔
し
あ
げ
る
〕
こ
と
を
い
う
。

詞
疏
に
「
服
虔
以
上
登
為
升
下
登
為
成
」
と
あ
る
。
な
お
、

昭
公
三
年
の
偲
文
「
以
登
於
釜
」
の
注
に
「
登
成
也
」
と

あ
る
の
を
参
照
。

圏
則
公
不
射
古
之
制
也
若
夫
山
林
川
澤
之
賓
器
用
之
資

卓
隷
之
事
官
司
之
守
非
君
所
及
也

＠
士
の
臣
が
「
卓
」
、
卓
の
臣
が
輿
、
輿
の
臣
が
「
隷
」
で
あ

る
〔
昭
公
七
年
偲
文
〕
。
こ
の
よ
う
な
雑
多
な
物
を
取
っ
て
、

器
具
の
材
料
や
中
身
と
し
て
提
供
す
る
の
は
、
小
臣
や
有
司

の
仕
事
で
あ
っ
て
、
諸
侯
が
自
分
で
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

圏
公
日
吾
将
略
地
焉

＠
「
地
を
略
す
る
た
め
で
あ
る
」
と
、
い
い
の
が
れ
し
た
の
で

あ
る
。
「
略
」
は
、
統
轄
し
巡
行
す
る
こ
と
の
名
稲
で
あ
る
。

（
倍
公
九
年
の
）
偲
に
「
東
賂
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
西
は

無
理
で
し
ょ
う
」
と
あ
る
。

闘
宣
公
十
五
年
の
停
文
「
以
略
秋
土
」
の
注
に
「
略
取
也
」

と
あ
り
、
同
十
一
年
の
偲
文
「
略
基
趾
」
の
注
に
「
略
行

也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
昭
公
七
年
の
偲
文
「
天
子

経
略
」
の
注
に
「
経
普
天
下
賂
有
四
海
故
日
経
略
」
と
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あ
る
の
を
参
照
。

圏
途
往
陳
魚
而
観
之

＠
「
陳
」
は
、
設
張
〔
な
ら
べ
る
〕
で
あ
る
。
公
は
、
魚
を
捕

る
道
具
を
大
規
模
に
な
ら
べ
（
さ
せ
）
て
、
見
物
し
た
の
で

あ
る
。

圃
儘
伯
稲
疾
不
従
書
日
公
矢
魚
子
棠
非
祠
也
且
言
遠

地
也

R
「
矢
」
も
ま
た
陳
で
あ
る
。
「
棠
」
は
、
賓
は
他
國
の
領
土

で
あ
っ
た
か
ら
、
「
遠
地
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

詞
注
の
「
矢
亦
陳
也
」
に
つ
い
て
は
、
『
爾
雅
』
繹
詰
に
「
矢

陳
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
「
棠
魯
地
党
」
は
、
諸
本
に
従
っ
て
、
「
棠
賓
他
党
」

に
改
め
る
。
な
お
、
異
説
と
し
て
、
疏
に
引
く
『
繹
例
』
に

「
薔
説
棠
魯
地
」
と
あ
り
、
ま
た
、
『
史
記
』
魯
世
家

の
〈
集
解
〉
に
「
買
達
日
棠
魯
地
」
と
あ
る
。

圃
曲
沃
荘
伯
以
鄭
人
邪
人
伐
翼

R
「
曲
沃
」
は
、
晉
の
別
封
で
、
成
師
の
邑
で
あ
る
。
河
東
の

聞
喜
縣
に
あ
っ
た
。
「
荘
伯
」
は
、
成
師
の
子
で
あ
る
。
「
翼
」

は
、
晉
の
薔
都
で
、
平
陽
の
綽
邑
縣
の
東
部
に
あ
っ
た
。
「
邪
」

國
は
、
廣
平
の
嚢
國
縣
に
あ
っ
た
。

圏
王
使
手
氏
武
氏
助
之
翼
侯
奔
随

⑪
「
手
氏
」
・
「
武
氏
」
は
、
い
づ
れ
も
み
な
、
周
の
世
族
の

大
夫
で
あ
る
。
晉
は
、
國
内
で
攻
伐
し
合
っ
て
い
て
、
風
を

赴
告
し
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
、
（
経
に
）
書
か
れ
て
い
な
い

の
で
あ
る
。
偲
が
こ
の
事
件
を
書
い
て
い
る
の
は
、
後
の
晉

の
事
件
の
た
め
に
、
本
を
張
っ
た
の
で
あ
る
。
曲
沃
及
び
翼

の
本
末
は
、
桓
公
二
年
に
見
え
る
。
「
隧
」
は
、
晉
地
で
あ

る。

圃
夏
葬
衛
桓
公
衛
風
是
以
緩

＠
州
旺
の
風
が
あ
っ
た
た
め
、
十
四
箇
月
で
よ
う
や
く
葬
っ
た
。

（
つ
ま
り
）
偲
は
、
（
皐
に
）
怠
っ
た
た
め
で
は
な
い
、
と

い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

闘
元
年
の
偲
文
に
「
天
子
七
月
而
葬
（
中
略
）
諸
侯
五
月
」
と

あ
る
の
を
参
照
。

圏
四
月
鄭
人
侵
衛
牧

＠
「
牧
」
は
、
衛
の
邑
で
あ
る
。
経
に
「
夏
四
月
葬
衛
桓
公
」

と
書
か
れ
て
い
る
の
に
、
今
こ
こ
で
、
偲
で
は
、
た
だ
「
夏
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（
葬
衛
桓
公
）
」
と
言
い
、
か
わ
り
に
、
「
四
月
」
を
「
鄭

人
侵
衛
牧
」
の
方
に
つ
け
て
い
る
の
は
、
下
の
事
件
に
つ
い

て
は
、
月
を
書
い
て
事
の
前
後
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ

る
か
ら
、
（
葬
に
つ
い
て
は
）
経
文
を
完
全
に
は
畢
げ
な
か

っ
た
〔
月
を
省
い
た
〕
の
で
あ
る
。
三
年
の
「
君
氏
卒
」
も
、

そ
の
意
味
は
同
じ
で
あ
る
。
他
は
み
な
、
こ
れ
に
倣
う
。

闘
注
の
「
三
年
君
氏
卒
其
義
亦
同
」
に
つ
い
て
は
、
三
年
の
経

文
に
「
夏
四
月
辛
卯
君
氏
卒
」
と
あ
り
、
そ
の
偲
文
に
「
夏

君
氏
卒
」
と
あ
り
、
下
の
偲
文
に
「
匹
月
鄭
祭
足
帥
師
取
温

之
褻
秋
又
取
成
周
之
禾
」
と
あ
る
。

圏
以
報
東
門
之
役

R
東
門
の
役
は
、
四
年
に
あ
る
。

圏
衛
人
以
燕
師
伐
鄭

＠
（
「
燕
」
は
）
南
燕
國
で
あ
り
、
今
の
東
郡
の
燕
縣
で
あ
る
。

圃
鄭
祭
足
原
繁
洩
駕
以
三
軍
軍
其
前
使
曼
伯
典
子
元
潜
軍
軍

其
後
燕
人
畏
鄭
三
軍
而
不
虞
制
人

R
「
北
制
」
は
、
鄭
の
邑
で
あ
り
、
今
の
河
南
の
城
皐
縣
で
あ

る
。
ま
た
の
名
を
「
虎
牢
」
と
い
う
。

詞
こ
こ
の
注
は
、
本
来
、
す
ぐ
下
の
停
文
に
つ
い
て
い
た
も
の

か
も
し
れ
な
い
〔
？
〕
。

圏
六
月
鄭
二
公
子
以
制
人
敗
燕
師
子
北
制

＠
「
二
公
子
」
と
は
、
（
上
の
）
曼
伯
と
子
元
で
あ
る
。

圏
君
子
日
不
備
不
虞
不
可
以
師

圏
曲
沃
叛
王
秋
王
命
競
公
伐
曲
沃
而
立
哀
侯
子
翼

R
春
に
翼
侯
は
随
に
奔
っ
て
い
た
か
ら
、
そ
の
子
の
光
を
立
て

た
の
で
あ
る
。

圏
衛
之
風
也
邸
人
侵
衛
故
衛
師
入
邸

＠
「
邸
」
は
、
國
で
あ
る
。
東
平
の
剛
父
縣
の
西
南
部
に
邸
郷

が
あ
る
。

圃
九
月
考
仲
子
之
宮
将
萬
焉

⑮
「
萬
」
は
、
舞
（
の
名
）
で
あ
る
。

圃
公
問
羽
数
於
衆
仲

R
羽
を
も
つ
人
の
数
を
た
ず
ね
た
の
で
あ
る
。

圏
酎
日
天
子
用
八

＠
八
か
け
る
八
で
、
六
十
四
人
で
あ
る
。

圏
諸
侯
用
六

R
六
か
け
る
六
で
、
三
十
六
人
で
あ
る
。
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問
疏
に
「
何
休
説
如
此
服
虔
以
用
六
為
六
八
四
十
八
大
夫

四
為
四
八
三
十
二
士
二
為
二
八
十
六
」
と
あ
る
。
な
お
、

『
宋
書
』
築
志
に
「
宋
文
帝
元
嘉
十
三
年
司
徒
彰
城
王
義

康
於
東
府
正
會
依
薔
給
伎
継
章
工
渇
大
列
相
承
給
諸

王
伎
十
四
種
其
舞
伎
三
十
六
人
太
常
博
隆
以
為
未
詳

此
人
数
所
由
唯
杜
預
注
左
偲
俯
舞
云
諸
侯
六
六
三
十
六
人

常
以
為
非
夫
舞
者
所
以
節
八
音
者
也
八
音
克
諧
然

後
成
築
故
必
以
八
人
為
列
自
天
子
至
士
降
殺
以
雨

雨
者
減
其
二
列
爾
預
以
為
一
列
又
減
二
人
至
士
止
餘

四
人
登
復
成
槃
按
服
虔
注
偲
云
天
子
八
八
諸
侯
六

八
大
夫
四
八
士
二
八
其
義
甚
允
今
諸
王
不
復
舞
俯

其
継
章
舞
伎
即
古
之
女
築
也
殿
庭
八
八
諸
王
則
應

六
八
理
例
坦
然
又
春
秋
鄭
伯
納
晉
悼
公
女
築
二
八

晉
以
一
八
賜
魏
綽
此
築
以
八
人
為
列
之
證
也
若
如
識
者

唯
天
子
八
則
鄭
應
納
晉
二
六
晉
應
賜
緋
一
六
也
自

天
子
至
士
其
文
物
典
章
尊
卑
差
級
莫
不
以
雨
未
有

諸
侯
既
降
二
列
又
一
列
輛
減
二
人
近
降
太
半
非
唯
八

音
不
具
於
雨
義
亦
乖
杜
氏
之
謬
可
見
英
國
典
事
大

宜
令
詳
正
事
不
施
行
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
疏
に

「
或
以
襄
十
一
年
鄭
人
賂
晉
侯
以
女
梨
二
八
為
二
俯
之
築

知
自
上
及
下
行
皆
八
人
斯
不
然
英
彼
偲
見
晉
侯
減

柴
之
半
以
賜
魏
綽
因
歌
鍾
二
騨
途
言
女
榮
二
八
為
下
半

榮
張
本
耳
非
以
二
八
為
二
俯
若
二
八
即
是
二
俯
鄭
人

登
以
二
俯
之
築
賂
晉
侯
晉
侯
豊
以
一
俯
之
築
賜
魏
綽
」
と

あ
る
の
を
参
照
。

圏
大
夫
四

＠
四
か
け
る
四
で
、
十
六
人
で
あ
る
。

圃
士
ニ

璧
一
か
け
る
二
で
、
四
人
で
あ
る
。
士
で
も
、
功
績
が
あ
れ
ば
、

舞
築
を
行
な
う
こ
と
を
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

圃
夫
舞
所
以
節
八
音
而
行
八
風

＠
「
八
音
」
と
は
、
金
・
石
・
絲
•
竹
・
鞄
•
土
・
革
•
木
で

あ
る
。
「
八
風
」
と
は
、
八
方
の
風
で
あ
る
。
八
音
の
築
器

に
よ
っ
て
八
方
の
風
を
ゆ
き
わ
た
ら
せ
、
手
で
舞
い
足
で
踏

み
、
節
度
を
保
ち
つ
つ
思
い
を
表
わ
す
の
で
あ
る
。

詞
注
の
「
八
音
云
云
」
に
つ
い
て
は
、
『
周
證
』
大
師
に
「
皆

播
之
以
八
音
金
石
土
革
絲
木
飽
竹
」
と
あ
り
、
鄭
注
に
「
金

鍾

縛

也

石

磐

也

土

填

也

革

鼓

錢

也

絲

琴

痣

也

木

祝

敢

也

鞄

笙

也

竹

管

篇

也

」

と

あ

る
の
を
参
照
。
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注
の
「
八
風
云
云
」
に
つ
い
て
は
、
本
疏
に
「
服
虔
以
為
八

卦

之

風

乾

音

石

其

風

不

周

炊

音

革

其

風

廣

莫

艮

音

鞄

其

風

融

震

音

竹

其

風

明

庶

巽

音

木

其

風

清

明

離

音

絲

其

風

景

坤

音

土

其

風

涼

兌

音

金

其

風
閻
閾
」
と
あ
り
、
昭
公
二
十
年
の
疏
に
「
買
逼
云
兌
為

金

為

閻

閾

風

也

乾

為

石

為

不

周

風

也

吹

為

革

為

廣
莫
風
也
艮
為
鞄
為
融
風
也
震
為
竹
為
明
庶
風
也

巽
為
木
為
清
明
風
也
離
為
絲
為
景
風
也
坤
為
土

為
涼
風
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
『
國
語
』
周
語

下
の
章
注
に
「
正
西
日
兌
為
金
為
閻
閾
風
西
北
日
乾

為

石

為

不

周

正

北

日

炊

為

革

為

廣

莫

東

北

日

艮

為

鞄

為

融

風

正

東

曰

震

為

竹

為

明

庶

東

南

日

巽

為

木

為

清

明

正

南

日

離

為

絲

為

景

風

西

南
日
坤
為
瓦
為
涼
風
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
「
手
之
舞
之
足
之
踏
之
」
に
つ
い
て
は
、
『
證
記
』

榮
記
及
び
『
詩
』
大
序
に
「
不
知
手
之
舞
之
足
之
踏
之
也
」

と
あ
る
の
を
参
照
。

圏
故
自
八
以
下

＠
天
子
だ
け
が
、
物
の
数
を
き
わ
め
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
、

八
を
列
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
諸
侯
は
、
八
を
用
い
る
こ
と

圏
宋
人
取
郷
田

道 は
し
な
い
。

圃
公
従
之
於
是
初
獣
六
羽
始
用
六
俯
也

⑮
魯
は
、
文
王
と
周
公
の
廟
だ
け
に
八
を
用
い
る
こ
と
が
出
来

る
は
ず
な
の
に
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
援
用
し
て
、
他
公
に
も
、

分
を
こ
え
て
八
を
用
い
て
い
た
。
（
し
か
し
）
今
こ
こ
で
、

隠
公
は
、
特
に
こ
の
よ
う
な
婦
人
の
廟
を
立
て
て
、
詳
ら
か

に
衆
仲
に
た
ず
ね
、
衆
仲
は
、
そ
れ
を
機
に
、
大
典
を
明
ら

か
に
し
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
偲
も
、
こ
れ
を
う
け
て
、

「
始
め
て
六
俯
を
用
い
た
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
な

お
）
そ
の
後
、
季
氏
が
八
俯
を
庭
で
舞
わ
せ
て
い
る
か
ら
、

仲
子
の
廟
で
だ
け
〔
こ
の
時
だ
け
〕
六
を
用
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。

闘
注
の
「
季
氏
舞
八
俯
於
庭
」
に
つ
い
て
は
、
『
論
語
』
八
俯

に
「
孔
子
謂
季
氏
八
俯
舞
於
庭
是
可
忍
也
執
不
可
忍

也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

な
お
、
校
勘
記
に
従
っ
て
、
注
の
「
詳
問
衆
仲
」
の
下
に
、

「
衆
仲
」
の
二
字
を
補
う
。

郷
人
告
於
鄭
日

請
君
繹
憾
於
宋

散
邑
為
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R
四
年
に
二
度
も
伐
た
れ
た
恨
み
を
晴
ら
せ
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

詞
四
年
に
「
宋
公
陳
侯
察
人
衛
人
伐
鄭
」
と
あ
り
、
ま
た
「
秋

螢
帥
師
會
宋
公
陳
侯
禁
人
衛
人
伐
鄭
」
と
あ
る
。

な
お
、
宣
公
二
年
の
注
に
「
憾
恨
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圏
鄭
人
以
王
師
會
之

R
王
の
師
の
こ
と
が
（
経
に
）
書
か
れ
て
い
な
い
の
は
、
赴
告

し
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

闘
経
に
は
、
た
だ
「
郷
人
鄭
人
伐
宋
」
と
あ
る
。

圏
伐
宋
入
其
郭
以
報
東
門
之
役

⑮
「
郭
」
は
、
郭
で
あ
る
。
東
門
の
役
は
、
四
年
に
あ
る
。

囮
宋
人
使
来
告
命

＠
命
〔
事
件
〕
を
報
告
し
て
き
た
か
ら
、
（
史
官
が
）
典
策
に

書
い
た
の
で
あ
る
。

闘
十
一
年
の
停
文
に
「
凡
諸
侯
有
命
告
則
書
」
と
あ
り
、
注

に
「
命
者
國
之
大
事
政
令
也
承
其
告
辟
史
乃
書
之
於

策
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

囮
公
聞
其
入
郭
也
将
救
之

未
及
國

問
於
使
者
曰

師
何
及

酎
日

以
報
入
郭
之
役
也

＠
公
が
知
っ
て
い
な
が
ら
わ
ざ
と
た
ず
ね
た
こ
と
に
腹
を
立
て
、

（
公
を
）
責
め
と
が
め
た
言
葉
で
あ
る
。

囮
公
怒
乃
止
辟
使
者
日
君
命
寡
人
同
憔
社
稜
之
難
今

問
諸
使
者
日
師
未
及
國
非
寡
人
之
所
敢
知
也

R
七
年
の
「
（
秋
）
公
伐
郷
」
の
た
め
に
停
し
た
の
で
あ
る
。

圏
冬
十
二
月
辛
巳
威
儘
伯
卒
公
日
叔
父
有
憾
於
寡
人

＠
諸
侯
が
同
姓
の
大
夫
を
呼
ぶ
場
合
、
年
長
者
に
は
「
伯
父
」

と
い
い
、
年
少
者
に
は
「
叔
父
」
と
い
う
。
「
有
恨
〔
有
憾
〕
」

と
は
、
魚
を
観
る
こ
と
を
諫
め
て
聴
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た

恨
み
で
あ
る
。

闘
『
詩
』
小
雅
〈
伐
木
〉
の
疏
に
「
服
虔
左
博
注
云
諸
侯
稲

同
姓
大
夫
長
日
伯
父
少
日
叔
父
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

ま
た
、
宣
公
二
年
の
注
に
「
憾
恨
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圏
寡
人
弗
敢
忘
葬
之
加
一
等

＠
命
服
の
等
級
を
(
-
っ
）
上
げ
た
の
で
あ
る
。

囮
宋
人
伐
鄭
園
長
葛
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